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新年明けましておめでとうございます。 

旧年中は、当協会の運営や活動に一方ならぬ

ご支援とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

昨年も前半は新型コロナウイルスのため、会

員並びに関係の皆様におかれては、認証業務の

実施や検査・製造・販売等に大変ご苦労された

ものと存じますが、5 月以降はコロナも 5 類と

なり経済活動も回復してきました。しかし、ウ

クライナの戦争の終結の見通し立たず、更にイ

スラエルとパレスチナの紛争が勃発する等の

中、穀物や食品の価格、石油・肥料等資材価格

が円安の進行も相まって高騰し、価格の転嫁は

容易ではない中、食品事業者、生産者、消費者

の皆様にとって、厳しい状況が続いています。 

このような中、JAS 制度を所管されている農

林水産省大臣官房新事業・食品産業部におかれ

ては、コロナ禍における登録認証機関の定期調

査等についての柔軟な対応を認めて頂くとと

もに、食品事業者への支援事業等に取り組んで

頂いていることに感謝申し上げます。 

また、会員や食品事業者の皆様には、JAS や

食品表示制度に即して、品質などの基準を満た

した製品を提供頂き、消費者との間の信頼関係

の構築に努められており、敬意を表します。 

この 1 年は、世界的に政治や経済が不安定に

なり、食料安全保障が大きな焦点となっていま

す。政府は食料・農業・農村基本法の見直し作

業を進めており、農林水産省の審議会では、昨

年 9 月に、基本法の見直しに関する最終取りま

とめが行われました。その中では、国民一人一

人の食料安全保障の確立、適正な価格形成仕組

みの構築、多様な人材の取り込み、持続可能な

農業への転換等の理念がうたわれ、「みどりの

食料システム法」に基づいた取組、スマート農

業、農林水産物・食品の輸出力の強化等の施策

の推進等も掲げられています。 

このうち、食料安全保障では、水田での畑作

物の本作化の推進（水田の畑地化）、小麦・大

豆の国産化の推進、食品事業者の原材料調達安

定化対策等各種の対策が令和 5 年度補正予算

に盛り込まれています。 

また、「みどり戦略」では、2050 年までに有

機農業を 100 万 ha まで拡大する目標が設定さ

れていますが、有機農業は、面積は増えてはい

るものの、現状は耕地面積の 0.6％の 26,600ha

（うち有機 JAS 認証は約 6 割）に止まっていま

す。農林水産省では環境負荷の低減に繋がる技

術の改良・開発、有機農業産地づくりのための

地域の関係者による協議会の立上げ、有機農業

への転換を行う農業者への支援等を行うこと
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としていますが、有機農業の推進は、有機食品

への国民の理解が重要なことから、有機 JAS 認

証の役割は一層重要になると思われます。 

農林水産物・食品輸出促進の一環として、海

外で人気のある有機酒類の輸出促進のため

JAS 法の改正も行われ、現在カナダ及び台湾

（本年 1 月から）との相互承認が始まっていま

すが、この取組みは、国内の有機米の生産にも

弾みがつくものと思います。 

以上のような状況の下、我が国の強みのアピ

ールにつながるよう国際標準化を見据えて戦

略的に制定する新 JAS を始め、JAS 制度の役割

が一層期待されており、輸出促進の面を含め、

BtoB の規格の重要性も高まっています。また、

小麦価格の高騰で米粉の利用に光りが当たり、

ノングルテン米粉 JAS も制定されるとともに、

環境問題への関心や加工技術の進歩等もあっ

て、植物原料由来のミート類への関心が高まり、

「大豆ミート食品類」JAS やベジタリアン等向

け JAS、廃食用油のリサイクルに係る JAS が制

定される等新たな JAS の制定も進んでいます。 

林産関係では、炭素貯蔵効果の高い木造建築

や CLT を活用した中高層住宅の木造化等が推

進され、今後とも木材の建築物への利用の促進

が図られるものと思われ、木材製品の JAS の役

割が一層高まるものと期待されます。一方、昨

年海外の林産の認証事業者及び認証機関にお

いて違反があり業務停止等の処分を受けたこ

とは残念です。関係機関におかれては、引き続

き適切な業務の実施をお願いする次第です。 

食品表示に関しては、大きな動きがあります。

ご案内のとおり、全ての加工食品の原料原産地

表示の義務化の施行や食物アレルギーの義務

表示が必要な特定原材料に「くるみ」を加える

改正、食品添加物の不使用表示に関するガイド

ラインの制定等新たな制度の運用が始まって

います。一方、現在、コーデックスの食品表示

部会で「技術革新を利用した食品情報の提供に

関するガイドライン」の策定に向けて国際ルー

ルづくりが進んでいる中日本も能動的に対応

していく必要があること、令和 6 年度から厚生

労働省の食品衛生基準行政が消費者庁に移管

されること、国の消費者基本計画工程表に、合

理的でシンプルかつ分かりやすい食品表示制

度について、国際基準との整合性を踏まえた議

論を行うとされたことから、食品表示が目指し

ていく方向性について中長期的な羅針盤とな

る制度の大枠の議論するため、消費者庁に「食

品表示懇談会」が設置されました。当協会から

も島﨑専務理事が委員として参加しています。 

また、改正食品衛生法に基づく HACCP に沿っ

た衛生管理については、新たな営業許可制度や

届出制度がスタートしています。最近食中毒の

発生が一部で見られますので、上記の制度の適

切な順守が求められています。 

以上のように、JAS 制度、食品表示等に重要

な動きが相次いでおりますが、当協会としても、

農林水産省からの JAS 関係補助事業や消費者

庁からの食品表示関係委託事業等を実施する

とともに、JAS 制度の普及促進や食品表示の情

報提供に資するため、機関誌「JAS と食品表示」

の記載内容の充実、ホームページでの JAS の動

画配信、食品衛生や食品表示等行政の特別セミ

ナー（7 月）や森と木と暮らしをテーマとした

林産関係特別セミナー（8 月）の開催、食育大

会への出展等、一層工夫を凝らして情報提供に

努めております。また、セミナーや各種講習会

とともに、会員と行政関係者との連絡協議会を

開催しており、今年は１月 22 日に開催します

ので、多くの皆様のご参加を期待しております。 

引き続き、多様な情報を、きめ細かくスピー

ディーに掘り下げて提供することに努め、皆様

方のご指導とご協力の下、JAS の普及啓発はも

とより、関係部局との積極的なパイプ役を担っ

て参りますので、今年も何卒よろしくお願いい

たします。最後に、関係の皆様のご発展を心か

ら祈念し、年頭のご挨拶とさせて頂きます。 
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農林水産省 副大臣 鈴木 憲和 氏（文中、敬称略）

［聞き手 協会専務理事 島﨑 眞人］

▲ 農林水産省 鈴木副大臣

令和 （ ）年 月に農林水産副大臣に就

任された鈴木副大臣は、平成 （ ）年に農

林水産省に入省し、平成 （ ）年 月か

ら約 年間、 法を所管する消費・安全局 表

示・規格課、総務課でご活躍されました。法令

係長をされていた当時、 協会主催の食品製

造業品質管理担当者等一般講習会の講師もお

引き受けいただいたので、ご記憶の方もいらっ

しゃるかもしれません。

新しい年の幕開けとなる本号では、鈴木副大

臣に や今後の農林水産行政への思いなど

のお話を伺いました。

島﨑 農林水産副大臣就任おめでとうござ

います。副大臣に就任されて以降、大変ご多忙

でいらっしゃるなか、快くインタビューを受け

ていただいたことに感謝申し上げます。

副大臣は山形県がふるさとでいらっしゃい

ますが、山形というと、私は木で造られた立派

なホール「南陽市文化会館」を思い浮かべます。

以前取材で訪問し、本誌でもご紹介しましたが、

本当に素晴らしい建物でした。

鈴木 ギネス世界記録にも登録された、世界

最大の木造コンサートホールですね。地元のス

ギ材が積極的に使われた建物です。

島﨑 副大臣が農林水産省に在籍されてい

た当時、私も表示・規格課で有機担当の課長補

佐をしており、一緒に仕事をさせていただきま

した。当時の仕事を振り返って、思い出に残っ

ていることなどはありますか。

鈴木 たくさんの思い出があります。当時は、

外国産ウナギの国産偽装が話題になっており、

食の分野における消費者への信頼や、いかに正

確な情報を伝達するかがとても大切なテーマ

となったことを思い出します。

農林水産省在籍時代の思い出と
有機 への思い

インタビ ュー

で学んだ第三者認証
外務政務官時に感じた「人権への取組みの必要性」
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との関係で言うと、私が大好きな有機農

業について、日本で第三者認証が当たり前の社

会を作らなければいけないと学んだことです。

特に、当時の上席専門官と共に訪ねたドイツの

オーガニック食品国際見本市「ビオファ

（ ）」では、目から鱗が落ちる経験を

しました。日本は良いものをたくさん生産して

いるのに、世界の有機の展示会には商品がほと

んどないことが、衝撃でした。

島﨑 当時から有機 に強い関心を持た

れていて、いろいろな質問を受けた印象があり

ますし、副大臣が海外の登録認証機関やビオフ

ァを訪れたことをよく覚えています。あの経験

を通じて副大臣の有機への思いが強くなった

と聞くと、とても嬉しいです。

▲ 協会 島﨑専務

鈴木 それまでの私は、普段の生活の中で

を目にすることは当たり前のことであっ

て、その意味を深く考えることはありませんで

した。 は、国内向けに「規格は大切」との

理由で広まってきたのだと思いますが、グロー

バル化が進んだこれからは、どの も「世界

でどう通用するのか」という観点も大切なのだ

ろうと思います。

島﨑 副大臣が表示・規格課にいらした平成

年代前半に比べると、特に今の有機 の

広がりはすごいものだと思います。みどりの食

料システム戦略（以下、みどり戦略）の影響が

大きく、地道ですが有機が少しずつ普及してき

ておりますし、副大臣が仰った通り第三者認証

の大切さが度々話題となります。

鈴木 みどり戦略では、 年までに有機

農業の取組面積の割合を ％ 万 に拡

大するという目標を掲げています。自民党内部

で議論した当初、農林水産省からは、みどり戦

略の有機は有機農業推進法でいうところの有

機を指すとの説明を受けました。しかし、これ

は世界に向けて打ち出していく戦略であるか

ら、 認証のように国際的に認められた第三

者認証に則った有機農業であることが必要だ

と私は申し上げました。現在、みどり戦略の有

機農業には「国際的に行われている有機農業」

という注釈がついているのは、そのような理由

からです。

島﨑 かつて有機の同等性は、日本が一方的

にアメリカや の有機制度を同等と認めてい

ただけで、相手国から認められたものではあり

ませんでした。その後の交渉により、相互承認

が進み、外国で有機認証を取得せずとも日本で

認証を取得していれば有機として販売で

きるようになったため、日本から同等国に輸出

している事業者にとても喜ばれています。この

ような取組をしていくと日本の有機が世界に

広がりますし、ビジネスにも貢献するのだと思

います。

鈴木 は日本の規格であり、ノウフク

のような新しい概念の規格ができること

はとても大切です。これからの時代に意識して

欲しいと思うことは、日本国内で日本人にだけ

アジアや世界と共通の価値を見出す
日本発の規格を作る
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伝わるだけの規格に終始するのではなく、アジ

アや世界の皆さんと一緒に共通の価値を見出

す規格を作っていくことです。そのような日本

発の規格ができると、回りまわって日本人や日

本の企業にとって良い結果をもたらすのでは

ないかと思います。

島﨑 今の農林水産省の基準認証室もその

ような方向で活動しており、私たちもそのお手

伝いをさせていただいています。幾つかの規格

については、 や といった国際規格化

に向けた議論が行われています。

鈴木 は歴史が長く、法的に担保されて

いるという強みが絶対にあると思っています。

新しいものは信頼性を得ることが難しいです

が、 は日本国内や海外の取引先からは品質

の基準として認識されているものなので、その

強みを活かして新たな領域を開拓することが

できます。この情報誌をご覧になっている企業

の皆さんから、アジア市場の基準として活用し

たいというご提案をしていただいて、日本の業

界のみならず、フィリピン、ベトナム、台湾な

ど海外の業界と共同で、一緒に基準を作ってい

くことができたら素晴らしいと思います。日本

は信頼のある国ですから、一緒に取り組みたい

国があるのではないでしょうか。島﨑専務が協

会にいる間に、 協会としてぜひ取り組んで

ください。

島﨑 有機の同等性交渉をするときに痛切

に感じたことは、作っているものや気候風土が

異なると、お互いを理解するのに時間がかかる

ということです。例えば、カナダでは、有機の

基準にメープルシロップの生産に必要な特有

の物質が含まれており、簡単には理解できませ

んでした。水稲の場合も同様で、陸稲の意識し

かない国にとっては理解が難しかったりしま

す。

食文化は地域によって異なるので、お互いを

理解するには時間がかかります。しかし、第三

者認証が有ると無いとでは信頼性が全く違う

と感じます。ぜひ という枠組みを使って、

世界に打ち出す何かがあると良いと思います。

▲ 農林水産省 鈴木副大臣

鈴木 私にとって、外務大臣政務官を務めた

経験もとても大きいものでして、日本の外交を

考えたとき、食の分野で日本は世界に貢献でき

る余地が多くあり、長い目で見ればマーケット

の獲得や新しいマーケットの創造が可能だと

思います。その視点を農林水産省自体が持って

取り組むと、農政の方向性も変わるのではない

かという気がしています。 に限らず、その

ことに今後 年くらいで取り組みたいと思っ

ています。

島﨑 衆議院議員を務めて 期、 年目を

迎えておられますが、今後、どのように農林水

産行政を進めていこうと考えられていらっし

ゃいますか。

鈴木 農林水産省の時代に学んだことがそ

のあとも活きており、あの頃に見ていた政治と

行政の関係と今の政治と行政の関係は異なり
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ますが、役人はもっと自信と気概、思いを持っ

て仕事をして欲しいと思います。政治に振り回

されるなと私は言いたいです。

それぞれの分野には、専門性を持ち、「自分

がこの分野を一番知っているんだ」という人が

いますよね。そういう方々の思いはとても大切

ですし、行政にもっと反映できる農林水産行政

にしたいと思っています。

島﨑 最近インタビューしたある企業の方

から、 は企業の立場、消費者の立場の両方

から見て制定されているのでありがたいとの

言葉をいただきました。今はそれに加えて

も念頭に規格を制定しています。副大臣

は、自由民主党の「わが国の人権外交のあり方

検討プロジェクトチーム」の座長をされていま

すが、人権と は関わりがあるのでしょう

か。

鈴木 人権はもともとヨーロッパ発祥の概

念なので、日本人にはなじみが薄く、弁護士な

どが使うものとのイメージがあります。私が政

務官を担当した平成 （ ）年から平成

（ ）年は、ミャンマーのロヒンギャ難民問

題がありましたが、日本はアウンサンスーチー

氏を支持しており、外交的にロヒンギャを話題

にしたり、受け入れたりすることはありません

でした。海外に行くと、会う人会う人から「な

ぜ日本はそのスタンスなのか？」と厳しく問わ

れ、私は驚きました。世界で活動するには、人

権や移民について理解し、世界の中での位置づ

けを考えないと厳しいと思ったことがプロジ

人権デュー・ディリジェンス：企業は、人権への影響を特定し、予防し、軽減し、そしてどのように対処する

かについて説明するために、人権への悪影響の評価、調査結果への対処、対応の追跡調査、対処方法に関する

情報発信を実施することを求められています。この一連の流れのことを「人権デュー・ディリジェンス」と呼

んでいます。

ェクトチームの出発点でした。

その後、人権に関わる事件が起きたときの各

国の対応を見て、これはビジネスに及ぶ話だと

考えました。 もアメリカも、自分たちがいか

に世界のスタンダードであれるかどうかを考

えて、新しい概念や法規制を打ち出してきてい

るので、まず日本はそれについていかなければ

ならないのと同時に、将来ついていけずにそこ

に大きなコストを払わされる状況にしてはな

らないと考えます。

▲ 農林水産省 鈴木副大臣

島﨑 人権はよく分からない分野ですから、

企業もどう取り組んでよいのか難しいのでは

ないでしょうか。

鈴木 日本の企業では、人権に （企業の

社会的責任）の部門で取り組まれていたことが

問題だと思いました。人権はどちらかと言うと

法的な話のため、 ではありません。人権デ

ュー・ディリジェンス を企業がどのようにし

て考えるか、中小企業であっても、概念や取組

方法が分かるように作られたのが、令和

（ ）年 月に策定された「責任あるサプラ

人権を理解し、人権尊重に取り組む
ことが求められる時代になった
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イチェーン等における人権尊重のためのガイ

ドライン」です。これを義務化できないのかと

いう話もあるのですが、今はあまり現実的では

ありません。そうなると、 という選択肢も

あると、島﨑専務は思われているのではないで

しょうか。

島﨑 仰る通りです。農林水産省とも話し合

いの場を持ったのですが、最終的に にでき

るかどうかは別にして、この議論を広めること

が必要であると考えています。もちろん私は

になる可能性もあると思っていますが、何

よりも多くの人を巻き込んで議論をすること

で、農水省の人権への取組の姿勢を見せてほし

いし、ジェンダーギャップは残念ながら日本は

後進国である現状を、企業の経営層にも理解し

てもらいたいです。日本は関係ないと考えてい

る人も少なからずいますが、そんなことはない

ということを理解するためにも、足を踏み出し

て議論をすることが必要ではないでしょうか。

鈴木 人権侵害を理由に輸入規制が行われ

るなど、 より人権の方がシビアな印象が

あります。食品や木材など農林物資の世界も、

原料調達などを海外に頼っているときに、本当

に人権に配慮されているか？フェアトレード

か？児童労働していないか？などを確認する

必要があり、人権は、本当に向き合わなければ

いけない分野になりました。

島﨑 私が聞いている話でも、企業が海外の

取引先から人権デュー・ディリジェンスを求め

られることがあるそうです。その時に、「私た

ちは第三者認証を取得しています」と言えるこ

とは強みになると思います。法整備される前に

ガイドラインができて、それを運用するにあた

って認証制度があってもいいのではないかと

考えています。もちろんすぐに という意味

ではなく、議論の広がりがあっていいと思いま

す。

鈴木 この数十年間、日本の産業の中で、自

動車や に比べると第一次産業から先んじて

一歩踏み出した例があまりありません。しかし、

コンテンツ自体は世界でナンバーワンのもの

を持っていますので、あとはそれをどう外に伝

えて見せていくかという観点からすると、人権

について食品業界や林産業界から踏み出すと

人権デュー・ディリジェンスと

▲ インタビューの様子
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言えば、大きなインパクトがあるように思いま

す。

島﨑 今の日本は が下がり人口も減っ

ていますし、このままで本当にいいのかという

心配を私のような者もしています。人権の分野

でも、後れをとらないような進め方をしてもら

いたいです。そのために各省庁努力されている

とは思いますが、私たちもそれを応援する意味

で頑張りたいと思います。

鈴木 現在、農政の基本理念や政策の方向性

を示す「食料・農業・農村基本法」の見直しが

行われています。これに併せて、食料供給を持

続可能なものとするためにも、人権デュー・デ

ィリジェンスなどにも取り組んでいくことが

重要だと考えています。その際、第三者認証も

必要とされるでしょう。人権デュー・ディリジ

ェンスへの取組は、傍目に見えないものであり、

各者がプロセスを実施・確認し、「我々はきち

んと取り組んでいます」と堂々と言えるかどう

かだからです。

島﨑 私のイメージでは、人権に係る規格は

マネジメント規格になるので、それぞれの企業

が取組内容を公表しなければいけません。その

公表内容が本当かどうかを確認するための第

三者認証です。

鈴木 まずは企業等からヒアリングをして

関係者で勉強会をしたらどうでしょうか。農林

水産省の職員も、自分たちで制度を作り上げる

機会と捉えて参加できたらいいと思います。

島﨑 今日は、グローバル化した市場におけ

る の価値や副大臣の関心の高い人権につ

いて、貴重なお話を聞かせていただきました。

ありがとうございました。
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フフロローーリリンンググににつついいててああれれここれれ  

木質フローリングは、学校・体育館の文教施

設ではもちろん、一般住宅でもフローリングの

部屋はごく一般的になりましたし、最近はオフ

ィス、商業施設等でも採用する例が増えてきま

した。

このように日本に定着したフローリングに

ついて、興味をいただける端緒となるこことを

願って、やや雑学的な内容となりますが明治・

大正から平成・令和に至る変遷概要、一般社団

法人日本フローリング工業会（以下、「工業会」

とします。）の概要、フローリングの種類につ

いて紹介いたします。

日本におけるフローリング製造は、明治

年（ 年）頃に木工機械の輸入によって米国

人等がナラ材フローリングを製造していたよ

うですが、これには諸説あるため、工業会では、

大正２年（ 年）に三井物産が輸出用ナラ材

製造で生じる副材利用のために、横浜の米国人

スクールマスターに委託してナラ材フローリ

ングを製造した説が有力であるとして、この年

をフローリング工業の起源年としています。

* 濶葉樹（かつようじゅ）：広葉樹の旧称。 

この後、横浜に工場が相次いで竣工し、さら

に東京深川、名古屋にフローリング工業が建設

されましたが、大正 年（ 年）の関東大

震災によって、横浜、東京の工場は全壊し、以

降しばらくの間、フローリング生産の中心は名

古屋に移り、工場も増加していきました。

昭和６年（ 年）に農林省山林局（現在の

農林水産省林野庁）は沼田営林署にて、ブナフ

ローリングの製造に成功したことから、国有林

に賦存するも用材としてほとんど利用されて

いなかったブナの利用開発に着手し、昭和８年

には全国にブナ材の水中貯木場、製材工場・加

工工場・人工乾燥施設を設置しています。この

動きに呼応し、東京では国有林直営工場で生産

した広葉樹材を販売・加工する民間協力団体と

して「東京ぶな材協会」が設立され（翌年には

「日本床板組合」に改組）、この協会が工業会

の源となったものです。

一方、昭和９年（ 年）には、農林省が日

本のフローリング規格のはじまりとなる「濶葉

樹 製材規格」を制定するなど、この頃には生産

に関する体制が整い始め、フローリングの生産

量は紡績工場業の深夜創業禁止に伴う工場増

設もあって大きく伸びた時期となりました。

昭和 年（ 年）には、戦災にてフロー

リング工場のほとんどは焼失してしまったと

ころに、進駐軍の宿舎・兵舎用の大量発注、炭

坑用住宅需要が生じましたが、人工乾燥施設を

ははじじめめにに  １

日日本本ののフフロローーリリンンググ史史のの  
概概要要ににつついいてて  ２

おどろ木 桃ノ木 山椒の木

一般社団法人日本フローリング工業会 専務理事 阿久津 聡 
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備えた専門工場の復興が間に合わないため、天

然乾燥（人工乾燥に比べてフローリングの寸法

安定性に問題が生じることがあります）による

工場が急増し、全国の工場数が二百余にも達し

て、フローリング業界は未曽有の盛況になった

と言われています。しかし、進駐軍の発注規格

が厳しくなり、昭和 年（ 年）頃には復

興した専門工場により天然乾燥工場は順次淘

汰されています。

昭和 年頃からは、進駐軍特需に代わり、

紡績工場の復元のフローリング需要が生じ、紡

績工場のフローリングは高品質なものが求め

られたことから、生産技術が向上した時代でも

ありました。

昭和 年代から昭和の終わり頃までは、フ

ローリング生産の最盛期と言えます。紡績業は

年頃から不振となりましたが、神武景気（昭

和 年）、岩戸景気（昭和 ～ 年）に

より、高層建築ブームが起こり、オフィス、百

貨店、公共建築物の需要によりフローリング生

産量は最高潮に達しました。岩戸景気後も、ベ

ビーブーム後にやってきた小中学校等の新築

増築による需要が続き、昭和 年（ 年）

の東京オリンピックを契機に体育館の建設が

全国津々浦々に及び、これら文教施設の床材に

は木質フローリングがほぼ独占的に使用され

ました。

平成に入ると少子化・人口減少、商業施設形

表 日本のフローリング業界変遷の概要

明治39年 三井物産が道産ナラ板材の米国輸出開始。

明治40年年代 米国人が横浜でナラフローリング製造輸出？

大正２年
三井物産がナラ副材利用のため米国人スクールマスターに委託してナラフローリングを製
造。

大正６年頃
人工乾燥のフローリング製造開始。横浜に５フローリング工場。この後、東京、名古屋にフ
ローリング工場。

大正12年 関東大震災で横浜、東京の工場全焼。主要生産地が名古屋に移る。

昭和６年 農林省山林局沼田営林署でブナ材フローリング製造に成功。

昭和８年 農林省山林局がブナ材利用のため全国に製材工場、水中貯木場を展開。

昭和９年 東京ぶな材協会設立（フローリング工業会の前身）

農林省「濶葉樹製材規格」を制定

昭和10年 東京ぶな材協会が日本床板組合に改組。

昭和14年 日本床板組合が日本床板協会に改組。

昭和17年 木材業、製材業の全てが統制会社となる。日本床板協会が社団法人となり強制検査を開始。

昭和20年 農林省が進駐軍へのフローリング供給を業界に要請（進駐軍特需）

昭和22年 農林省「日本床板規程」告示（進駐軍特需用の規格）。

昭和24年
社団法人日本床板協会が閉鎖機関となり、日本床板工業会を設立（翌年日本床板振興会に名
称変更）。社団法人日本床板規格検査会設立。この頃から、紡績工場用の特需。

昭和20年代後半
この頃、検査体制、日本農林規格、輸出フローリングの等級区分改正など制度の充実が図ら
れる。

昭和27年 日本床板振興会を日本フローリング工業会に改組

昭和30年代 フローリング輸出量最高値。高層建築ブーム、百貨店、公共建築物需要で生産量最高潮。

昭和40年代 ベビーブーム、東京オリンピックにより文教施設、体育館が全国にて建設。

昭和50年代

平成～現在 市況・需要低下期が続く。

平成25年 日本フローリング工業会が一般社団法人となる。
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態の変化等のために、文教施設の新築増築件数、

新築住宅着工数、百貨店の内装改修件数等の減

少が続き、これに伴いフローリングの需要も減

少の一途をたどっています。今後の業界の発展

のためには、文教施設以外の非住宅施設への需

要開発が課題となっています。

工業会は日本で一番歴史のあるフローリン

グ関係団体です。工業会の概要を紹介いたしま

す。

［経緯］ 

前述のとおり工業会の起源は、昭和９年

（ 年）に設立された「東京ぶな材協会」で

あり、当協会は翌年に東京濶葉樹床板組合（詳

細不明）を取り込み「日本床板組合」に改組し

ました。この後、昭和 年には社団法人日本

床板協会となり、戦後は進駐軍に閉鎖機関に指

定されたため、暫定組織の設置を経て、昭和

年（ 年）に「日本フローリング工業会」に

改組されて現在の名称となり、それまでフロー

リングメーカーのみが会員資格であったもの

を昭和 年（ 年）にフローリングの施工・

流通事業者の入会も可能として（製販一体化）、

現在に至っています。なお、平成 年から一

般社団法人として登記しています。

［検査機関］ 

社団法人日本床板協会となった当時（昭和

年）、フローリングは国家総動員法に基づく

軍需物資に位置づけられ、協会は戦時統制団体

となり、軍需物資の一定水準の品質規格を確保

するため強制検査機関として協会が定める規

格規程に沿った規格を満たしているかについ

てフローリング検査を開始しました。

戦後、社団法人日本床板協会は により解

散機関に指定されましたが、進駐軍が大量のフ

ローリングを必要としていたことから、品質規

格の確保を図るために検査業務を暫定的に床

板生産者中央会が引き継ぐことが認められ、日

本床板工業会発足時に検査部門が独立し、「日

本床板規格検査会」が設立されました。設立後

の検査需要は少なかったものの、フローリング

の輸出が増加して輸出標準規格の検査も増加

し、昭和 年（ 年）には、床板の日本農

林規格（ ）の制定と普及もあって「財団法

人日本フローリング検査会」に改組されました。

さらに昭和 年（ 年）には、農林物資規

格法に基づく登録格付機関に登録されていま

す。

しかし、この後、フローリング生産量が減少

して独立した検査機関の維持が困難となり、新

しい建材として製造が始まった集成材なども

あって、加工木材の検査機関一本化の機運が生

じ、昭和 年（ 年）には財団法人日本合

板検査会（当時）に統合することとなったとこ

ろです。

［現在の主な活動］ 

工業会は、会員間の交流を図ることが主目的

としていますが、政府の指導の下、運営を進め

てきた経緯から、業界の発展を通じた社会貢献

を図るための事業を展開してきています。

工業会の事業の中で一番特長ある事業は、

一一般般社社団団法法人人日日本本フフロローー  
リリンンググ工工業業会会ににつついいてて  ３

▲ 令和５年に開催された
フローリング張り標準仕様書講習会
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「フローリング張り標準仕様書」の改定とその

普及活動です。フローリング張り標準仕様書は、

フローリング施工の基本的事項を体系的に整

理したもので、施工現場での教科書的な位置づ

けになります。昭和 年（ 年）に初版が

作成され、施工資材の変遷や 、国土交通省

公共建築物標準仕様書改定などで 回の改定

を経て現在は令和２年版が最新版となってい

ます。フローリング張り標準仕様書は改定した

年に講習会を開催してきていましたが、最新版

は、発行時に既にコロナ禍の渦中であったため、

講習会開催を３年見送り、コロナ禍が一定の収

束をみた令和５年９月に東京都江東区新木場

の木材会館にて受講者・関係者約 人に参加

いただき講習会を開催しています。

さて、ちょっと長々と歴史的な話が続きまし

たので、フローリングの種類について簡単に紹

介いたします。

ではフローリングは単層フローリグと

複合フローリングに分類されています。単層フ

ローリグは「ひき板を基材とし，厚さ方向の構

成層が１のフローリング」と規定され、複合フ

ローリングは単層フローリング以外のフロー

リングとしています。

単層フローリングには、ひき板（これをたて

継ぎしたものを含む。）を基材としてボードに

した「フローリングボード」、ひき板を２枚以

上並べて接合した「フローリングブロック」、

フフロローーリリンンググのの種種類類  
ににつついいてて  ４

▲ フローリングボード
写真提供：佐藤工業（静岡県島田市）

▲ フローリングブロック
写真提供：佐藤工業（静岡県島田市）

▲ 国産材針葉樹合板を基材とする複合フローリング
写真提供：株式会社ノダ

▲ モザイクパーケット（施工済）
写真提供：ミハマ通商株式会社
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最長辺が 以下小ひき板の小片２個以上

並べて紙等を用いて組み合わせた「モザイクパ

ーケット」があります。

単層フローリングは、経年使用により表面が

劣化したときは、表面を研磨して再塗装すれば

新品同様となるなど、多少のメンテナンスで長

期的に使用できるメリットがあり（後述の複合

フローリングの改修は全てを剥がして、新品フ

ローリンに張り替える必要があります）、住宅

のみならず、校舎・体育館等の文教施設、百貨

店等の商業施設などに使用されています。

複合フローリングは単層フローリング以外

のものであるため、多種、多様なものが販売さ

れていますが、生産販売数量が圧倒的に多いの

は、合板を基材として、ツキ板（木材から薄く

削りだした板）やオレフィンシートで表面化粧

した製品です。

複合フローリングは水分による膨潤収縮の

寸法安定性に優れ、一般に単層フローリングに

比べて単価が低いメリットがあり、戸建住宅、

マンション、オフィスなどで使用されています。

木材産業は華々しい 産業などに比べ極め

て地味な存在でしたが、 年ほど前から、地球

温暖化防止に向けた二酸化炭素の固定機能を

含めた再生産可能な資源として、また過疎化に

あえぐ地域社会の重要な資源として、暖かな眼

差しが向けられるようになりました。

住環境により多くの木材を取り入れていた

だくチャンスが回ってきていると思います。

こうした中、木質フローリングは、住居、オ

フィス、商業施設、公共施設等において居住者・

使用者が（靴や靴下を介していても）必ず直接

触れる建築部材であり、かつ、その触れ合いも

ドアなどの点ではなく部屋全体に及ぶなど建

物の中で面的に大きな割合を占めています。こ

のため、当工業会は、フローリングを木材の良

さを利用者に理解していただくための重要な

建築材料と位置づけでいますが、一方で、不良

な製品や不適な施工は、消費者に木材に対する

誤ったメッセージとなりかねず、当工業会の会

員は、良質で機能的な木質フローリングの開

発・製造を推進し、責任施工の徹底を図るなど

して、消費者の期待に応える対応を進めてきて

います。

機会がありましたら、会員が製造し、施工し

たフローリングを直に手で触れてみてくださ

い。許されるならば頬をつけて寝転んでみてく

ださい。きっと、気に入っていただけると思い

ます。

おおわわりりにに  
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ＪＡＳ関連情報    

日本農林規格調査会

ＪＡＳ １５規格の改正・確認が審議される 

うち、内容変更を伴う改正はマカロニ類等の４規格 

令和 年 月 日に、日本農林規格（ ）

の改正及び確認の審議のため、日本農林規格調

査会（令和 年度第 回）が農林水産省特別第

会議室で開催されました。

今回の調査会では、 規格の制定・見直し

の基準に照らして妥当と考えられる①「マカロ

ニ類の 」等の 規格の改正、②「人工種苗

生産技術による水産養殖産品の 」等の 規

格の規格内容は現行どおりとして様式のみ改

正、③「構造用パネルの 」等の 規格の確

認（現行どおり）について審議されました。

規格の改正等の審議に先立ち、平成 （ ）

年 月から施行された「新たな 制度」につ

いて、施行後の実施状況やその検証と取組の方

向の説明がありました。

【農林水産省 進藤規格認証室長の説明】

・新たな 制度の主な改正内容は、①規格対

象の拡大、②民間提案による規格制定、③

の国際化と国際的に通用する認証の枠組み

整備である。

・新たに対象となった分野を含め、 規格が

民間（ を含む）提案により新規制定さ

れた。「みそ」、各種試験方法規格、「錦鯉

（用語）」など輸出への活用を念頭に置いた

規格も誕生。加えて、「ノウフク」など

の実現に寄与する取組の規格化も進展した。

・新たな 制度の進捗状況を振り返り、規格

対象の拡大、民間提案による 制定、

の海外での普及・浸透や国際標準化に対する

評価や課題についてアンケートを行った。

「新たな 制度」施行後の

実施状況について

議 題

．「新たな 制度」施行後の実施状況につ

いて

日本農林規格の改正及び確認について

【改正】

マカロニ類の の改正

削りぶしの の改正

食用精製加工油脂の の改正

有機料理を提供する飲食店等の管

理方法の の改正

【様式のみ改正】

人工種苗生産技術による水産養殖

産品の の改正

風味調味料の の改正

チルドハンバーグステーキの

の改正

チルドミートボールの の改正

マーガリン類の の改正

ショートニングの の改正

精製ラードの の改正

【確認】

構造用パネルの の確認

接着重ね材の の確認

接着合せ材の の確認

ぶどう糖の の確認

．その他
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・農林水産省や による規格制定のサポ

ートが評価される一方で、規格の管理主体か

らは見直しに係る負担感が課題として挙げ

られたり、むやみに規格を増やすことの是非

（本当に求められているものに応じていく

必要）や、 （特に、新たな や特色

マーク）の認知度が課題として挙げられたり

した。

・これらに対しては、規格の見直しに取り組む

団体・事業者等の負担軽減を図るためのサポ

ート体制を構築する、新たな 制定に当た

っては、規格の需要や制定による効果等を十

分に検討する、今後は特に新たな の理解

浸透につながるよう、流通・小売事業者や消

費者を含めた普及活動を通じて の訴求

力の向上を図るなどを取組の方向とする。

・改正法の着実な実施はもちろん、実態に即し

た改善に取り組んでいきたい。

【審議の概要】

・ の国際化の目的は何か。

→（農林水産省）規格があると、輸出をする

際に製品の製造方法や特徴を端的に説明

できる。また、国内製品をそのまま国際規

格に一致したものとして輸出しやすくな

る。翻って、世界で評価される基準は国内

においてもその価値が高まる。

・既存の製品と異なり、全く新しい商品は国内

で認知してもらうようになってから国際規

格化するステップが必要であるように感じ

る。

・一足飛びに国際規格化を目指すことは難し

いので、アジア圏で を見る機会を増や

す、競技会を立ち上げ受賞品表示をするなど、

少し策略的に、民間の力と共に歩み続けてほ

しい。

・規格の管理主体は、何に負担感が大きいと感

じているのか。

→（農林水産省） 法改正前、標準化

の 年毎の見直しは、主に国や が

主体となって実施していた。 法改正後

は、担当する業界団体が主体となるように

なったため、負担を感じるようになってい

る。

・食品関係者の集まりでも、特色 について

知っている人がほとんどいない状況にある。

まず国内の消費者や食品関係事業者が

の取組を理解することが重要。両輪として国

際規格を目指す地道な取り組みがとても重

要だと思う。

・ 法改正により、業界としてマーケットを

拡大する手がかりを得た。 という手段が

使えることを企業の方に知ってもらいたい。

→（農林水産省） を知ってもらい、意味

を理解してもらうことは重要である。民間

の関係者を巻き込んでの認知度向上に努

めたい。

【農林水産省 牟田規格専門官の説明】

・マカロニ類 は、乾燥工程の品質管理が適

切であることの指標である「水素イオン濃度」

などの品質基準を規定している。

・当該 では、マカロニ類をはかりとり、抽

出溶媒を加えて振とうした後、そのろ液につ

いてガラス電極で測定することにより、水素

イオン濃度を求めることとしている。しかし、

試料調製に関して規定されていないため、妥

当性が確認された試料調製に関する方法を

具体的に規定するよう改正する。

・本改正で追加した試料の調整方法は、マカロ

ニ類の登録認証機関である一般財団法人穀

物検定協会や認証事業者が従来取り組んで

いる方法である。

マカロニ類の改正
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・併せて、 の国際規格との連動性、規格の

検索性・利便性向上のため、他の と同様

に の様式作成の手引きを考慮して作成

された に従い様式を改正する。

【審議の概要】

・マカロニ類は、食品表示基準において個別の

ルールが規定されているが、表示基準と

をどう位置付けているのか。

→（日本パスタ協会） では、原材料にデ

ュラム小麦のみを使用していることが一

番の違い。デュラム小麦と水でつくる最高

級品を で格付し差別化を図っている。

・タイトルをマカロニ類からパスタ類に改め

る議論はなかったのか。

→（日本パスタ協会）イタリア語で「 パ

スタ 」は、狭義にはいわゆるマカロニ類

を指すが、広義にはいわゆる小麦粉を練っ

たものが全部入るため、ケーキもパンも含

まれてしまい、意味が広過ぎる。マカロニ

類の は乾燥したものを対象としてお

り、生パスタは含まない。業界基準として

はマカロニ類で認知されているため変更

意見は出なかった。

→（委員）一般的にイタリアではパスタとい

うと、いわゆるスパゲッティに代表される

ような麺類を言い、マカロニは限定的なパ

スタの種類であると思う。

・「普通小麦粉」は、軟質小麦を指すのか。イ

タリアでは、軟質小麦を生パスタに、硬質小

麦を乾麺に使う。

→（日本パスタ協会）当方の認識では、デュ

ラム小麦は植物学上の分類から二粒系小

麦と言われる原始的な小麦である。セモリ

ナはそれを粗く挽いたものという意味で、

の用語の定義にある「セモリナ又は普

通小麦」の普通小麦は、これも挽き方を示

しており、もっと細かく挽いたものという

意味で使っている。デュラム小麦はセモリ

ナで挽くのがふさわしく、余り細かく挽く

と品質を損ねてしまうと聞いている。

【農林水産省 牟田規格専門官の説明】

・削りぶし は、だしが多く出る指標である

「エキス分」などの品質基準を規定している。

・「エキス分」は、削りぶしから抽出した溶液

中の固形物の質量分率から食塩分を差し引

くことで算出しており、食塩分の測定方法と

して「モール法」及び「電位差滴定法」を規

定している。

・両法は、除たん白（沈殿・ろ過）工程が必須

削りぶしの改正

▲ マカロニ類の の試料調整のイメージと改正の概要
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など、測定手順が多く、時間を要するため、

測定手順を少なくして時間を短縮できる「電

量滴定法」を追記するよう改正する。同法は、

電気分解によって塩化物イオンがなくなる

までに要する電気量を測って食塩分を算出

する方法である。なお、「電位差滴定法」と

の比較試験の結果、妥当性を確認している。

・併せて、他の と同様に に従

い様式を改正する。

・パブリックコメントを募集したところ、 件

のご意見があったので、事務局の考え方と併

せて紹介する。

①魚種（特にかれぶし）について、関西では

『そうだがつお』を使用した節を使用する

ため、そちらについても盛り込んでほしい。

→削りぶし を管理する事業者団体に

おいて、格付の可能性等を考慮して、今

後検討されるものと考える。なお、混合

削りぶしについては、原材料としてそ

うだがつおのふしは使用でき、 の対

象となっている。

②不織布等で個包装された「だしパック」の

規格を新設してほしい。

→「だしパック」には、削りぶしのみを原

材料として使用するもの及び削りぶし

以外の原材料を使用するものがあり、

削りぶしのみを原材料とし、不織布等

で個包装した「だしパック」については、

現行の の対象となる。

【審議の概要】

・削りぶしの生産数量の推移について詳しく

知りたい。

→（全国削節工業協会）生産数量の微減傾向

はまだ続くと思う。だしパックなどの生産

数量は増えており、削りぶしから置き換わ

っていると思う。

→（ヤマキ）出汁をとるのは手間がかかるた

め、めんつゆの生産数量は増え、削り節は

減っている。

・業務用の削りぶしの需要は高まっているの

か。

→（ヤマキ）削りぶしは値段が高く、どうし

ても減る要因になる。

・業務用は、削りぶしの状態で出荷するのか。

→（ヤマキ）納入形態はほとんど削りぶしで

行われていると思う。 に が使

われることもあるが、使わない取引の方が

圧倒的に多いのではないか。

▲ 削りぶしの の改正の概要
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【農林水産省 牟田規格専門官の説明】

・食用精製加工油脂の は、油脂が融解する

温度として、「融点」などの品質基準を規定

している。

・近年、様々な加工食品の新商品開発が行われ

ており、その原料となる食用精製加工油脂の

ニーズも多様化している。これに対応するた

め、多様な油脂をブレンドし幅の広い融点を

もつ製品が増加している。

・当該 は、融点を「整数値で表示しなけれ

ばならない」と規定し、整数値 点で記載す

る必要があることから、上記のような製品に

ついても格付できるようにするため「40℃〜

46℃」等の幅を持たせた融点表示も可能とな

るよう改正する。

・併せて、他の と同様に に従

い様式を改正する。

・なお、食用精製加工油脂は全て業務用である。

【審議の概要】

・くちどけの良いチョコレートが登場するな

ど、ニーズの多様化について理解する。融点

表示に幅を持たせるということだが、具体的

な幅はどの程度か、現行より品質が劣ること

はないのか。

→（ ）幅の広い融点を持つ製品が求め

られているということであり、品質が劣る

ことはないと考えている。業務用なので受

け手もプロであり、基本的に常識の範囲内、

おおむね 度以内になると考える。

【農林水産省 牟田規格専門官の説明】

・有機レストラン は、有機料理に使用した

有機食材の情報を正しく提供するための管

理方法の基準を規定している。

・当該 の認証取得・継続を希望する事業者

から、有機料理の提供形態に合わせた改正を

求める声が多く寄せられているため、規格の

水準を維持しつつ、次のとおり改正する。

・当該 の対象外であり、認証取得を諦めて

いた提供する料理の品目数が 品目未満の

事業者も、提供する全ての料理が有機食材の

配合割合が 以上の有機料理であれば認

証の対象となるよう、改正する。

・有機食材の調達状況等によって、料理の提供

直前にレシピを作成・変更するため、配合割

合の計算が間に合わず、有機料理として表示

できなかった料理について、消費者の選択の

食用精製加工油脂の改正

有機料理を提供する飲食店等

の管理方法の
改正

▲ 食用精製加工油脂に求められる特性の例
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幅を広げるために、配合割合がレシピに記載

されていなくても、有機料理として提供でき

るよう、改正する。

・上記改正により、当該 がさらに活用され、

認証取得の向上とともに、有機料理を望む顧

客の期待に応えるものと思料する。

・併せて、他の と同様に に従

い様式を改正する。

【審議の概要】

・認証の範囲が広がる改正だと思うが、どのく

らい恩恵が広がることを想定しているか。

→（リーファース）数は把握していないが、

これまでの問い合わせにそのような事業

者がいた理由から改正することにした。

・有機料理はセットコースが多いのか。アラカル

トを想定した規格では、実態と合わないのか。

→（リーファース）グランドメニューのアラ

カルトから有機料理をたくさん選べる事

業者はある。しかし、昼の定食が メニュ

ーのみというレストランもあるため、今回

の改正で対応したい。

・有機農産物の生産基準は世界中に存在する

が、レストランに対する基準は日本だけのも

のか。

→（リーファース）有機農産物や有機加工食

品のような国の認証と異なり、レストラン

は民間規格が多いと思う。本規格の制定時

に、デンマーク等で定めがあると聞いたこ

とはある。

→（座長）本規格の制定は東京オリンピック

開催前で、 がオーガニックを求める海

外からの訪日客への目印になるという話

があった。

→（リーファース）有機食材を使うためコス

ト高やコロナの影響もあり、認証件数は当

初想定した程伸びていないが、これからに

期待したい。

続いて、様式のみ改正を行う 規格及び確認

のみ行う 規格について、パブリックコメント

の募集結果の報告が行われ、委員からは特段の

意見はなく審議が終了しました。

今回、 調査会で審議された全ての規格は、

原案通り了承されました。今後の取扱い・手続

きは会長一任とされ、本日審議した につい

て速やかに公示できるよう所要の手続きが行

われます。

なお、会議資料は、農林水産省のウェブペー

ジ（

）からご覧いただけます。

その他

▲ 有機料理を提供する飲食店等の管理方法の の改正イメージ

注：同日開催された 調査会試験方法分科会に

ついては、次回（ 月号）に掲載予定です。
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配 付 資 料 一 覧

議事次第

資料 日本農林規格調査会委員名簿

資料 諮問

資料 「新たな 制度」施行後の実施状

況について

資料 日本農林規格の改正・確認について

資料 マカロニ類の日本農林規格の改正

案

資料 削りぶしの日本農林規格の改正案

資料 食用精製加工油脂の日本農林規格

の改正案

資料 有機料理を提供する飲食店等の管

理方法の日本農林規格の改正案

資料 人工種苗生産技術による水産養殖

産品の日本農林規格の改正案

資料 風味調味料の日本農林規格の改正

案

資料 チルドハンバーグステーキの日本

農林規格の改正案

資料 チルドミートボールの日本農林規

格の改正案

資料 マーガリン類の日本農林規格の改

正案

資料 ショートニングの日本農林規格の

改正案

資料 精製ラードの日本農林規格の改正

案

資料 構造用パネルの日本農林規格

資料 接着重ね材の日本農林規格

資料 接着合せ材の日本農林規格

資料 ぶどう糖の日本農林規格

資料 パブリックコメントの結果について

資料 日本農林規格の制定・見直しの基準

別紙出席者

※以下の３つのスライドは、資料 「新たな 制度」施行後の実施状況についてより抜粋して掲載

※記事中の資料は、

いずれも資料 より掲載
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１．紅茶の原産国名の表示に関する照会（質問募集でいただいた質問）

A 国産と B 国産の紅茶の荒茶を C国
で混合して日本に輸入し、紅茶として
販売する製品について、原産国名はど
のように表示すれば良いのでしょう
か。また、上記の混合の際に香料を添加
した場合には、原産国名はどのように
表示すれば良いのでしょうか。

お問合わせの A 国産と B 国産の荒茶を C 国で混合し、日本に輸入して紅茶と
して販売する場合、製品について実質的な変更が行われた国が原産国となります
ので、一般的に C国を原産国として表示します。また、C国において香料を添加
した場合も同様に C国で実質的な変更が行われたこととなりますので、C国を原
産国として表示する必要があります。

原産国とは、景品表示法に基づく「商品の原産国に関する不当な表示」に規定
しているとおり、「その商品の内容について実質的な変更をもたらす行為が行わ
れた国」のことを示しています。この場合において、次のような①から⑦の行為
について、「商品の内容について実質的な変更をもたらす行為」に含まれません。
① 商品にラベルを付け、その他標示を施すこと
② 商品を容器に詰め、又は包装をすること
③ 商品を単に詰合せ、又は組み合わせること
④ 簡単な部品の組立てをすること
これに加え、関税法基本通達では、
⑤ 単なる切断
⑥ 輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩水漬けその他これに類する行為
⑦ 単なる混合
についても、原産国の変更をもたらす行為に含まれない旨が明記されています。
このため、全く同じ品質等を有する複数国の紅茶の荒茶を混合する場合には、

  

～ 消費者庁の食品表示調査官に聞きました ～

隔月掲載コーナー
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上記⑦に該当し、「その商品の内容について実質的な変更をもたらす行為」に該
当せず、最終製品に対して荒茶の製造国であるA国及び B国を原産国として、紅
茶に占める重量の割合の高いものから順に表示することがあり得ます。しかしな
がら、一般的に紅茶の混合は、香りを含む品質等を調整するために行われると考
えられるため、複数の原産国の紅茶を混合することは「その商品の内容について
実質的な変更をもたらす行為」に該当し、C国で混合を行った場合、C国が原産
国になると考えられます。また、C国で香料を添加した場合、「香り」は、紅茶の
品質及び特性に重要な要素であり、そのため新たな「香り」を加える行為は、そ
の紅茶の特性に対して「その商品の内容について実質的な変更をもたらす行為」
に該当し、C国が原産国になると考えられます。

（食品表示基準Q&A（加工―144、148、151、152）参照）

２．水産物加工食品の原材料名表示に関する照会

「かまぼこ」の原材料に「キダイ」を使用して
いますが、原材料名を「キダイ」に代えて「タイ」
と魚介類の総称を用いて表示することは可能で
しょうか。また、加工食品の原材料名を表示する
際、標準和名に代えて、ブランド名を用いて表示
することは可能でしょうか。

「かまぼこ」のように加工度が高い水産物加工食品の原材料名においては、標
準和名を基本としつつも、一般的な名称で表示することもできるため、「キダイ」
に代えて「タイ」等と表示しても差し支えありません。なお、塩干魚介類等生鮮
食品に近いと認識されている加工度の低い水産物加工食品については、魚介類の
名称のルールに準じて、標準和名等を表示するようにしてください。また、ブラ
ンド名は、食品表示法に基づく魚介類の名称ではないことから、標準和名に代え
て原材料名として使用することはできません。

水産物加工食品は、一般に加工度が低く原材料がおおむね原型をとどめている
ものから、加工度が高く複数の原材料が混合使用され原形をとどめていないもの
まで多種多様なものがあります。このため、水産物加工食品の原材料名について
は、魚介類の名称のガイドラインを基本としつつ、品目特性に応じてその内容を
最も的確に表し一般に理解される名称を表示するようにしてください。
一方で、下記表示例のような塩干魚介類や調味した魚介類等生鮮食品に近いと

認識されている加工度の低い水産物加工食品については、原則、魚介類の名称の
ガイドラインに準じて種ごとの名称を原材料名に表示するようにしてください。

Ａ

Ｑ

解説
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１．紅茶の原産国名の表示に関する照会（質問募集でいただいた質問）

A 国産と B 国産の紅茶の荒茶を C国
で混合して日本に輸入し、紅茶として
販売する製品について、原産国名はど
のように表示すれば良いのでしょう
か。また、上記の混合の際に香料を添加
した場合には、原産国名はどのように
表示すれば良いのでしょうか。

お問合わせの A 国産と B 国産の荒茶を C 国で混合し、日本に輸入して紅茶と
して販売する場合、製品について実質的な変更が行われた国が原産国となります
ので、一般的に C国を原産国として表示します。また、C国において香料を添加
した場合も同様に C国で実質的な変更が行われたこととなりますので、C国を原
産国として表示する必要があります。

原産国とは、景品表示法に基づく「商品の原産国に関する不当な表示」に規定
しているとおり、「その商品の内容について実質的な変更をもたらす行為が行わ
れた国」のことを示しています。この場合において、次のような①から⑦の行為
について、「商品の内容について実質的な変更をもたらす行為」に含まれません。
① 商品にラベルを付け、その他標示を施すこと
② 商品を容器に詰め、又は包装をすること
③ 商品を単に詰合せ、又は組み合わせること
④ 簡単な部品の組立てをすること
これに加え、関税法基本通達では、
⑤ 単なる切断
⑥ 輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩水漬けその他これに類する行為
⑦ 単なる混合
についても、原産国の変更をもたらす行為に含まれない旨が明記されています。
このため、全く同じ品質等を有する複数国の紅茶の荒茶を混合する場合には、

  

～ 消費者庁の食品表示調査官に聞きました ～

隔月掲載コーナー

Ｑ

解説

Ａ

荒茶

Ａ国産

荒茶

Ｂ国産

紅紅 茶茶

Ｃ国で混合

輸入

上記⑦に該当し、「その商品の内容について実質的な変更をもたらす行為」に該
当せず、最終製品に対して荒茶の製造国であるA国及び B国を原産国として、紅
茶に占める重量の割合の高いものから順に表示することがあり得ます。しかしな
がら、一般的に紅茶の混合は、香りを含む品質等を調整するために行われると考
えられるため、複数の原産国の紅茶を混合することは「その商品の内容について
実質的な変更をもたらす行為」に該当し、C国で混合を行った場合、C国が原産
国になると考えられます。また、C国で香料を添加した場合、「香り」は、紅茶の
品質及び特性に重要な要素であり、そのため新たな「香り」を加える行為は、そ
の紅茶の特性に対して「その商品の内容について実質的な変更をもたらす行為」
に該当し、C国が原産国になると考えられます。

（食品表示基準Q&A（加工―144、148、151、152）参照）

２．水産物加工食品の原材料名表示に関する照会

「かまぼこ」の原材料に「キダイ」を使用して
いますが、原材料名を「キダイ」に代えて「タイ」
と魚介類の総称を用いて表示することは可能で
しょうか。また、加工食品の原材料名を表示する
際、標準和名に代えて、ブランド名を用いて表示
することは可能でしょうか。

「かまぼこ」のように加工度が高い水産物加工食品の原材料名においては、標
準和名を基本としつつも、一般的な名称で表示することもできるため、「キダイ」
に代えて「タイ」等と表示しても差し支えありません。なお、塩干魚介類等生鮮
食品に近いと認識されている加工度の低い水産物加工食品については、魚介類の
名称のルールに準じて、標準和名等を表示するようにしてください。また、ブラ
ンド名は、食品表示法に基づく魚介類の名称ではないことから、標準和名に代え
て原材料名として使用することはできません。

水産物加工食品は、一般に加工度が低く原材料がおおむね原型をとどめている
ものから、加工度が高く複数の原材料が混合使用され原形をとどめていないもの
まで多種多様なものがあります。このため、水産物加工食品の原材料名について
は、魚介類の名称のガイドラインを基本としつつ、品目特性に応じてその内容を
最も的確に表し一般に理解される名称を表示するようにしてください。
一方で、下記表示例のような塩干魚介類や調味した魚介類等生鮮食品に近いと

認識されている加工度の低い水産物加工食品については、原則、魚介類の名称の
ガイドラインに準じて種ごとの名称を原材料名に表示するようにしてください。

Ａ

Ｑ

解説
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表示例 加工度が低い水産物加工食品の原材料名

水産物加工食品の名称 原材料名

かれい干物 むしがれい

さけ粕漬け べにざけ、酒粕、みりん、…

塩蔵さけ しろさけ、食塩

ブランド名については、食品表示法に基づく水産物加工食品の一般的な名称と
は認められないことから、名称や原材料名としては使用できません。なお、ブラ
ンド名を名称や原材料名以外（一括表示以外）の商品名等に任意に表示すること
は差し支えありませんが、景品表示法の不当表示や食品表示基準の表示禁止事項
に該当するような用語を使用することがないようご留意ください。

(食品表示基準について 別添魚介類の名称のガイドライン 参照)

３．複数の加工食品により構成される製品の原材料の表示方法に関する照会

納豆、添付たれ及び添付からしで構成される納
豆製品について、原材料名はどのように表示すれ
ば良いのでしょうか。また、当該納豆製品の原料
原産地表示は構成要素である納豆、添付たれ及び
添付からしそれぞれの重量割合上位１位の原材
料に対して行う必要があるのでしょうか。

納豆、添付たれ及び添付からしの全ての原材料を重量割合の高い順に表示する
ことが基本的な表示方法ですが、当該納豆製品のように、個別に包装されるなど
区分けされた複数の加工食品を組み合わせて一つの製品となる食品である場合
は、その構成要素となる加工食品に区分して原材料を表示することができます。
前記の基本的な表示方法の場合は、全ての原材料のうち最も重量割合が高い

「大豆」に原料原産地名を表示する必要があります。また、各構成要素に区分し
て表示する場合にも、製品全体でみて最も重量割合が高い「大豆」に原料原産地
名を表示する必要があります。

当該納豆製品のように複数の加工食品により構成される加工食品の原材料は、
食品表示基準第 3条第 1項の表の原材料名の項の２の二の規定に基づいて、原材
料に占める重量の割合の高い順に表示した各構成要素を表す一般的な名称に区
分して、それぞれの原材料に占める割合の高いものから順にその最も一般的な名

Ｑ

解説

Ａ

称もって表示することができます。
この場合、各構成要素となる納豆、添付たれ及び添付からしそれぞれの重量割

合上位 1位の原材料のうち、製品全体で見て重量割合が最も高い原材料に原料原
産地名を表示する必要があります。

＜構成要素に区分した原材料名表示（添加物は省略しています。）＞
（表示例１）
原材料名：納豆（大豆（国産）、納豆菌）、添付たれ（植物性たん白分解物（大

豆を含む）、砂糖、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、食塩、醸造酢、
昆布エキス）、添付からし（からし、食塩、醸造酢）

（表示例２）
原材料名：【納豆】大豆（国産）、納豆菌

【添付たれ】植物性たん白分解物（大豆を含む）、砂糖、しょうゆ（大
豆・小麦を含む）、食塩、醸造酢、昆布エキス

【添付からし】からし、食塩、醸造酢

（食品表示基準Q&A（加工-59、原原-11）参照）
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表示例 加工度が低い水産物加工食品の原材料名

水産物加工食品の名称 原材料名

かれい干物 むしがれい

さけ粕漬け べにざけ、酒粕、みりん、…

塩蔵さけ しろさけ、食塩

ブランド名については、食品表示法に基づく水産物加工食品の一般的な名称と
は認められないことから、名称や原材料名としては使用できません。なお、ブラ
ンド名を名称や原材料名以外（一括表示以外）の商品名等に任意に表示すること
は差し支えありませんが、景品表示法の不当表示や食品表示基準の表示禁止事項
に該当するような用語を使用することがないようご留意ください。

(食品表示基準について 別添魚介類の名称のガイドライン 参照)

３．複数の加工食品により構成される製品の原材料の表示方法に関する照会

納豆、添付たれ及び添付からしで構成される納
豆製品について、原材料名はどのように表示すれ
ば良いのでしょうか。また、当該納豆製品の原料
原産地表示は構成要素である納豆、添付たれ及び
添付からしそれぞれの重量割合上位１位の原材
料に対して行う必要があるのでしょうか。

納豆、添付たれ及び添付からしの全ての原材料を重量割合の高い順に表示する
ことが基本的な表示方法ですが、当該納豆製品のように、個別に包装されるなど
区分けされた複数の加工食品を組み合わせて一つの製品となる食品である場合
は、その構成要素となる加工食品に区分して原材料を表示することができます。
前記の基本的な表示方法の場合は、全ての原材料のうち最も重量割合が高い

「大豆」に原料原産地名を表示する必要があります。また、各構成要素に区分し
て表示する場合にも、製品全体でみて最も重量割合が高い「大豆」に原料原産地
名を表示する必要があります。

当該納豆製品のように複数の加工食品により構成される加工食品の原材料は、
食品表示基準第 3条第 1項の表の原材料名の項の２の二の規定に基づいて、原材
料に占める重量の割合の高い順に表示した各構成要素を表す一般的な名称に区
分して、それぞれの原材料に占める割合の高いものから順にその最も一般的な名

Ｑ

解説

Ａ

称もって表示することができます。
この場合、各構成要素となる納豆、添付たれ及び添付からしそれぞれの重量割

合上位 1位の原材料のうち、製品全体で見て重量割合が最も高い原材料に原料原
産地名を表示する必要があります。

＜構成要素に区分した原材料名表示（添加物は省略しています。）＞
（表示例１）
原材料名：納豆（大豆（国産）、納豆菌）、添付たれ（植物性たん白分解物（大

豆を含む）、砂糖、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、食塩、醸造酢、
昆布エキス）、添付からし（からし、食塩、醸造酢）

（表示例２）
原材料名：【納豆】大豆（国産）、納豆菌

【添付たれ】植物性たん白分解物（大豆を含む）、砂糖、しょうゆ（大
豆・小麦を含む）、食塩、醸造酢、昆布エキス

【添付からし】からし、食塩、醸造酢

（食品表示基準Q&A（加工-59、原原-11）参照）
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１１年年のの計計はは１１月月号号ににあありり  

～２０２４年の有機ＪＡＳの動き～ 

年 令和 年 月の運用改善、 年 令和 年 月の改正 法の施行と毎年何らか

の動きがありますが、 年 令和 年 は規格改正の検討がされました。 年 令和 年 は改

正規格が告示される年となります。例年 月号では今年の有機 の動きについて記載していま

す。現時点で判明している今年の動き、今後の課題をいくつかご紹介します。

2024 年 (令和 6年) 春 有機 4規格の改正

．有機 規格改正の動き

見直しのスケジュール

有機 規格は、有機農産物、有機加工食品、

有機畜産物、有機飼料で、 年ごとの定期見直

しが昨年 による検討会のもと実施され

ました。 年 月の第 回で検討は終了し、

結果が農林水産省へ報告されています。

この原稿執筆時の 年 月初めは、農林

水産省において改正案の策定段階で、このあと

パブリックコメントの募集→調査会の開催を

経て、告示になります。

ここでは、 の検討会で討議された改正

案をもとに内容の説明を致します 変更内容に

は、規格以外の告示 マークの様式等 の内

容を含みます 。農林水産省の改正案が以下の

案から変わる可能性があるかもしれませんが、

その点はご承知願います。 月号発行時には

パブリックコメントの募集がされていること

が予想されますので、ご確認ください。

様式の変更

今回の改正を契機に、他の規格で順次切り

替わっている 「規格票の様式及び

作成方法」に則った体裁になります。

．有機農産物の改正

水わさびの追加

水わさびの基準が新たに設けられ、第 条

の生産の原則、第 条の種苗、栽培管理の項

目が改正となります。

使用する水は、湧水、河川水、伏流水に限り、

肥料・農薬を使用しない栽培方法となります。

きのこの使用資材の追加

木材由来の原料に加え、竹、廃菌床等が使用

可能となります。現行使用可能な米ぬかは「ぬ

か類」に拡大され、 調整目的で別表 の基

準を満たす炭酸カルシウム、水酸化カルシウ

ムが使用可能になります。

どんとこい有機 

▲ 水わさびの栽培の様子
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スプラウトの培地の追加

スプラウトの培地は、スプラウト類の姿勢

の保持と水分の保持が目的であり、栄養分の

補給は目的でないことから、天然由来の培地

に限らず使用可能となります。

調製用等資材の見直し

次亜塩素酸水 電解水 については、これま

で食塩を原料とし有隔膜の機器で発生するも

のに限定されていましたが、次の資材も使用

可能となります。

 電解次亜水：原料食塩で無隔膜のもの

 微酸性次亜塩素酸水：原料塩酸

植物防疫法上に基づく緊急防除

植物防疫法に基づく緊急防除で、禁止され

た農薬が使用された場合、その作物は有機表

示できませんが、ほ場の有機認証自体は取り

下げることはなく、ほ場認証が継続されます

天災等による現行の措置と同じ対応 。

別表の変更

別表資材の見直しがされ、一部資材が追加

されます。

改正が見送られたもの

生分解性マルチの追加の要望が多かったの

ですが、現状 ％バイオベース原料のものが

なく、他国の許可状況も考慮して、今回は改正

せず引き続き禁止となります。

．有機加工食品の改正

有機藻類加工食品の追加

有機藻類の が制定されているものの、

現行の有機加工食品の規格には有機藻類を原

料とした加工食品の規定がありません。今回、

新たに有機藻類が有機原料として使用可能と

なります。また、これにあわせて別表 の

添加物に、硫酸と水酸化ナトリウムが寒天の

製造に使用可能な添加物として追記されます。

酵母と乳酸菌の原材料の扱い

酵母や乳酸菌を原材料として位置づけ、使用

可能となるよう改正します。

名称・原材料欄の記号表示

これまで名称と原材料欄の該当するものに、

「有機」「オーガニック」の文字を記載してい

ますが、多くの原材料を使用している場合を考

慮し、「※」等の記号表示が可能になります。

例：欄外に「※は有機原料です」といった説

明をするなど

別表の変更

上記の藻類に関連する別表の物質追加以外

に、一部別表の物質の追加・変更がなされます。

．有機畜産物の改正

粗飼料の定義の見直し

粗飼料比率の計算時に における粗飼料

を「牧草、乾草及びサイレージ」としていまし

たが、一般の粗飼料には飼料作物やわら等が

含まれるため、これらを含めるように、粗飼料

の定義を改正します。

その他の見直し

調製用等資材ほか、別表の見直しが行われます。

．有機飼料の改正

原材料の追加

実態を踏まえ、飼料の原料に、木質原料、竹

加工品、きのこの廃菌床を加えます。

有機 マークの大きさ

現在有機飼料の マークの高さが、 ㎜

以上で規定されていますが、これを有機食品と

同じ ㎜以上になる予定です 小袋のペットフ

ード等に対応できるような改正 。
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2024年 その他の動きと今後の課題

月アメリカの 施行

本誌前号でも触れましたが、アメリカの認証

制度 の規制強

化 ：

が 月 日に施行され、これにより 認証

事業者にも影響がでてきます。

もっとも大きな影響は、輸出証明書の電子化

で、これまで紙による証明書が、 上で作成

され、証明書は の交付となります。現在は

各認証機関がトライアルを実施する期間とな

っており、認証機関が発行に向けての準備をし

ているところです。

今回の規制強化では、 認証においてこれ

まで認証の必要のなかった輸出入業者も認証

が課せられます。このため、アメリカ政府から

は、同等国である日本の輸出業者にも有機認証

を課すよう日本政府に申し入れするというこ

とでしたが、政府間の協議により、 同等性

を利用する輸出において、日本の輸出業者には

当面、認証不要との暫定合意がなされています。

同等性交渉の状況、同等国は増えるか

年 令和 年 月から、有機畜産物が指

定農林物資となり、同時期にアメリカ、カナダ、

スイス、オーストラリアの か国で畜産物の同

等合意がされていますが、その後同等国が増え

ておりません 年 月末現在 。今後の拡

大があるかどうか注目していきたいところで

す。

年 令和 年 月から有機酒類の認証

がスタートしていますが、酒類についてカナダ

に加え台湾が、本年 月から同等国になること

が、昨年 月に公表されました。経過措置終

了後は同等国以外の有機酒類は現地で有機

を取らない限り有機表示ができなくなり

ます。特にワインの本場であり現在多く有機ワ

インが輸入されている との同等交渉の成り

行きが注目されます。

酒類の経過措置は 年 月末で終了。

酒類の認証は今年増えるか

有機酒類の経過措置は施行から 年で、すで

に 年 か月がたちました。これまで国税庁告

示に基づく有機農畜産物加工酒類の表示を継

続していた酒類の製造会社も、経過措置終了の

期限を見据えて 年には 認証の取得の

検討に入る年になると思います。

また有機ワインをは

じめとする輸入品にお

いては、同等国が増え

ていくことにより、こ

れに対応して輸入業者

の申請も増えてくると

思われます。

さらなる運用改善があるか

年 令和 年 月に有機 認証制度

に関する つの運用改善がなされ、農林水産省

では、一昨年、昨年とその効果を見極めている

ところです。それを踏まえ、さらなる追加の運

用改善が打ち出されるかが興味のあるところ

です。

資材評価手順の見直しについては、基準認証

室で検討されており、改訂が見込まれています。

その他の課題

有機の登録認証機関に対する連絡会議にお

いて、みどりの食料システム戦略を踏まえた

様々な予算措置で、有機を増やしていくための

施策がとられています。特に自治体を含めた地

域ごとの取り組みは、今年も活発化されていく

ように思います。これにより有機 認証事業

者も徐々に増加していくことが予想されます。
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「「海海藻藻」」のの力力をを再再認認識識
公益社団法人 日本技術士会 登録 食品産業関連技術懇話会 会員

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 北陸本部 中小企業支援アドバイザー

伊藤忠食品株式会社 品質保証部 技術顧問

技術士（水産部門）片片山山 博博視視

１１．．ははじじめめにに

日本政府は、 年にカーボンニュートラ

ルを達成すると宣言しているように、地球温

暖化や人口増加による環境変化・食料問題が

取り沙汰されている。日本以外では食料利用

が進んでいない海藻について、その有用性や

活用性などを多面的に最近の情報を調べてみ

た。

まず、海草と海藻の違いを水産庁のホーム

ページでは、次のように説明している。

「海海草草とは、陸上の顕花植物と同様に海中

で花を咲かせ、種子によって繁殖し海中で一

生を過ごすアマモなどの海産種子植物のこと

をいい、比較的浅いところに多く、海底深く

に生育することはない。」

「海海藻藻とは、海で生活する藻類のことで、

遊走子という胞子を海中に放出して繁殖する。

海藻の根は栄養吸収のためではなく、岩に固

着するためのもので、葉色によって緑藻・褐

藻・紅藻の 種類に分けられる。世界に約

万種の海藻類があると言われ、食用として利

用されるものは昆布に代表される褐藻に多く、

約 種類程度である。」

２２．．食食料料ととししててのの海海藻藻

海に囲まれている日本では、古くから魚介

類とならんで貴重な食料として海藻は広く利

用されてきた。海藻の中で、安全性や有効性

が話題となったヒジキについて考えてみる。

）ヒジキの栄養成分・安全性について

①鉄分補給に良いと言われてきたヒジキだが、

ヒジキを加工する場合に鉄釜が使われてい

たため、釜から溶けだした鉄の影響でヒジ

キの鉄分が豊富だった。日本食品標準成分

表 年版（八訂）では、茹でヒジキ

ｇ当たりの鉄分は、ステンレス釜の場合

、鉄釜で と鉄釜で茹でたヒジ

キはステンレス釜より 倍鉄分が多いこと

が分かる。

② 年に英国食品規格庁から発がんリスク

が高い無機ヒ素を多く含んでいるとして、

ヒジキを食べないようにという勧告が出さ

れている。この勧告を受けて日本の食品安

全委員会では、ヒジキには無機ヒ素が他の

食品に比べ高濃度に含まれていることが報

告されているが、我が国の食文化に基づく

通常の摂取の範囲では、ヒ素中毒を起こす

など健康に悪影響が生じたとの報告はなく、

通常の調理方法に基づき料理されたヒジキ

を適度に食べる場合においては心配するこ

とはないと報告している。また、ヒジキ等

の海藻はミネラルに富む食品であり、バラ

ンスよく食べて健康の維持に努めることが

重要とも述べている ）。

また、厚生労働省では、ヒジキは通常、

業界の動向

2024.1 ◆ JASと食品表示　33



水洗い、水戻し、茹で等の調理過程を経る

ことでヒ素が水に溶出し、無機ヒ素の

～ ％が除去されるという報告もあり、調

理の際に用いた水や煮汁を除去することが、

無機ヒ素の摂取量を減らすために効果的で

あるとしている。

）栄養機能から見た海藻

海藻には、鉄分、マグネシウム、カルシウ

ムなどのミネラル成分や、食物繊維が豊富に

含まれている。これら海藻の成分から特徴あ

るものについて、機能性などの面から考えて

みる。

①タンパク質・アミノ酸

・海藻のタンパク質量は乾物換算で通常

～ ％となり、陸上野菜と比較すると相

対的にはやや劣る程度であるが、アマノ

リなど大豆を超える含有量となっている

ものもある。

・タンパク質の栄養価は、構成するアミノ

酸の種類と量に依存することは周知であ

る。卵アルブミンと比較したデータによ

ると、海藻タンパク質のアミノ酸組成は

総じてアラニン、アスパラギン酸、グル

タミン酸、グリシン、プロリンのような

中酸性アミノ酸は多いが、リジン、メチ

オニンのような必須アミノ酸及びヒスチ

ジンが少ないことが欠点となっている。

・タンパク質の栄養価をアミノ酸スコアで

見ると、コンブ ，アマノリ となる

が、ワカメやアオサのように となる

海藻も見られ、穀類タンパク質よりも栄

養価は高く、低カロリーである。

②食物繊維

・生活習慣病対策効果が期待される食物繊

維は、「水溶性食物繊維」と「不溶性食

物繊維」の二つに分類され、海藻は水溶

性食物繊維を多く含む。食物繊維は、時

間をかけて栄養素を吸収するため、血糖

値の上昇を緩やかにし、デトックス（体

内に溜まった有害物質を排出する）など

腸内環境を整える効果がある。さらに、

ビフィズス菌や乳酸菌などの善玉菌の割

合を増やし、腸内環境を良好に整える作

用も知られている。

・海藻に含まれる水溶性食物繊維を餌とす

る酪酸菌が、腸内で活発になり酪酸を産

生する。酪酸が増えることで、筋肉の減

少を防ぐことができる。こうしたメカニ

ズムが、日本人に長寿をもたらしてきた

と考えられる。

③カルシウムとマグネシウム

・カルシウムといえば歯や骨を強くするた

めに必要な成分であるが、効果を発揮さ

せるにはマグネシウムを同時に摂取する

ことが不可欠であり、これにより血管の

柔軟性も向上する。

④ヨウ素

・ヨウ素は、甲状腺ホルモンを生成する働

きがあり、甲状腺ホルモンは、新陳代謝

（日本食品標準成分表 年版 八訂 から抜粋）

34　JASと食品表示 ◆ 2024.1



を促し成長ホルモンを活性化させる。

・世界的にはヨウ素不足が問題となる中、

日本では海藻からのヨウ素摂取により、

不足になる心配はなく必要量よりも多い

ため、過剰摂取による甲状腺機能低下症

になることも危惧されている。海藻の中

でも特にコンブは、ヨウ素含有量が多い。

⑤βカロチン

・緑黄色野菜に多く含まれているβカロチ

ンであるが、焼きのりにも多く、体内に

入ると小腸で酵素の働きを受けてビタミ

ン に変化する。細胞のがん化や老化、

動脈硬化等を防ぐ抗酸化作用があること

も分かってきた。

３３．．気気づづかかなないいととこころろでで使使わわれれてていいるる

海海藻藻

海藻を工業的に利用する場合、褐藻類を原

料とするアルギン酸工業、テングサ属海藻や

オゴノリ属海藻を原料とする寒天工業及びキ

リンサイ属海藻やスギノリ属海藻を原料とす

るカラギーナン工業などがある。現在すでに

実用化が進み、気づかないところで海藻が活

用されている事例を挙げておく。

）食用：アイスクリーム、ヨーグルト、ガ

ム、ジュース、ケーキ、ゼリー、人工い

くら等

・アイスクリームには安定剤として使用さ

れ、口溶けの良い滑らかな食感を創出

・アルギン酸ナトリウムは、カルシウムと

結合することによりゼリー状に固まる性

質を人工いくらの外側に利用

２）工業用：シャンプーや化粧品等

・海藻エキスを使うことによって、自己治

癒力を高め頭皮の傷みを修復

・保湿させる働きを利用

・カルシウム、鉄分、マグネシウムは、髪

の毛に重要な「主成分を作る」「発毛を

促す」「美しく保つ」栄養素

・フコキサンチンはコラーゲンの分解を予

防し、メラニンの生成を抑えて日焼けを

防ぐとともに、肌のしわやたるみを予防

）医療用：薬

・錠剤やカプセルとして固めるためや歯型

を取るための材料に利用

・がん細胞を排除する働きがある免疫賦活

物質を含む

・色素の一種であるフコキサンチンは脂肪

の燃焼を促進

）飼料用、肥料用など

・海藻特有の多糖類やミネラル、アミノ酸、

ビタミンなど豊富な栄養成分を含む

４４．．環環境境問問題題へへのの活活用用

）藻場の機能 ）

海藻が茂る藻場は、多くの水生生物の生活

を支え、産卵や幼魚・仔魚に生育の場を与え

ている。その他にも水中の有機物を分解し、

栄養塩類や炭酸ガスを吸収し、酸素を供給す

るなど海水の浄化に大きな役割を果たしてい

る。

①水質の浄化

・窒素・リンの吸収による富栄養化の防止

・透明度の増加と懸濁防止

・生物の生存に不可欠な酸素の供給

②生物多様性の維持

・多様な生物種の保全（葉上・葉間・海底）

・産卵場の提供

・仔稚魚の保育場の提供

・希少生物への餌の提供

③海岸線の保全（波浪の抑制と底質の安定）

この重要な役割を担う藻場は、 高度成長

期の沿岸域の開発などによる埋立て、透明度

の低下、化学物質の流入や磯焼けにより、沿

岸域の縮小に伴い大幅に減少している。
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）ブルーカーボン

陸上の樹木によるグリーンカーボンに対し、

ブルーカーボンとは、 年に国連環境計画

（ ）によって命名された「藻場・浅場等

の海洋生態系に取り込まれた炭素」のことを

いう。海藻や海草が光合成により二酸化炭素

を吸収し、海底に炭素を長期間蓄積する能力

があり、ブルーカーボン生態系の拡大、保全

や修復は、気候温暖化対策の一つとして注目

されている ）。

地球上で排出された二酸化炭素は、一部は

陸に、一部は海洋に循環し、海中で光合成さ

れ有機炭素（ブルーカーボン）として貯えら

れる。注目すべき点は、生態系の二酸化炭素

吸収率が約 ％で、陸の生態系の約 ％よ

りも高いことである ）。日本におけるブルー

カーボン取組の事例から一部を紹介する。

①日本製鉄と増毛漁業協同組合は、製鉄工程

で出てくる鉄鋼スラグ施肥剤を利用して、

二酸化炭素を吸収する海藻を育てる技術を

開発し、藻場を造成する取組み

②国や自治体、市民団体、漁業者、企業など

多様な組織が連携して取り組む「東京湾

プロジェクト」で、横浜港の一角にア

マモ場を再生する取組み

③トヨタ自動車九州が九州大学と連携し藻場

の整備を行い、脱炭素化やカーボンオフセ

ットに活用を進めている。福岡県富津市や

岡垣町の海域で藻場の状況調査を行い、海

藻の増殖技術を研究する取組み

＊森林や農地土壌を含む全二酸化炭素吸収量

の内、ブルーカーボンの吸収量は現状 ％

程度であるが、今後港湾事業で発生する土

地を使って海藻の藻場を造成すれば、

年に最大 ％を上回る見込みがあるという。

政府は全国の沿岸で見られる海藻が吸収す

る二酸化炭素の量について、ドローンを用

いた本格調査を進めている。

）ブルーカーボンクレジット

ブルーカーボンを数値化し排出量取引を可

能にする仕組みで、クレジットの購入により、

やむを得ない排出を相殺することが可能とな

る。ブルーカーボンは、活用や調査において

グリーンカーボンよりも遅れを取っているが、

日本でブルーカーボンクレジットの認証を行

っているジャパンブルーエコノミー技術研究

組合（ ）によると、 年度に 件、

年度に 件、 年度には 件と一気

に認証数が増加している。このように注目さ

れてきており、今後クレジットの購入者（企

業等）とクレジット創出者（ 市民団体等）

の拡大が期待される仕組みである。

＊藻場の創出・保全活動を通じて海の豊かさ

を守り、これを活用することで、環境・経

済・社会全体を持続可能な形で発展してい

こうとするブルーエコノミーという概念が

ある。丸紅、伊藤忠商事、住友商事など大

手商社は、国内は基より海外で展開する動

（藻場と干潟の役割イメージ ））
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きを見せてきており、大規模な取組みが進

んでいる。

５５．．おおわわりりにに

海藻は食料としての機能性を保持している

と共に、多様な方面で活用されていることを

紹介してきた。森林による二酸化炭素吸収量

が急速に減少している中、地球環境の保全に

取り組む団体と社会貢献による組織価値向上

を目指す企業が、藻場育成によるブルーカー

ボンクレジットを利用した取り組みを実現し、

の関係が構築され、今後新たな二酸

化炭素吸収源となっていくことを大いに期待

したい。

また、今回は取り上げなかった微細藻類

（ユウグレナ、スピルナ、クロレラ、ドナリ

エラ等）はすでに商業化され、産業利用が進

められている。課題は多いが、今後の研究と

技術開発にも注目していきたい。

＜参考文献＞

）食品安総合情報システム：タイトル「ヒジキに含有されている無機ヒ素について（食品安全委員会）

）水産庁ホームページ「藻場の働きと現状」

）水産庁ホームページ「藻場と干潟の役割イメージ」

）国土交通省ホームページ「ブルーカーボンとは」

） （国連気候変動に関する政府間パネル）第 次評価報告書

（ジャパンブルーエコノミー技術研究組合（ ）資料より引用）
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演習で学ぶ
食品表示セミナー

（２日間）
■ 新しい原料原産地表示制度に対応

■ 演習を通じて必要な知識を身に付ける少人数制セミナー

■ 表示の作成や点検に携わる方、表示検定の受験を考えている方、

表示ルールの説明だけでは物足りない方にお勧め

日時（第 4 回）
2024 年 2 月 26（月）、27 日（火）

会場
（一財）日本食品検査（ J F I C

ジェフィック

）

東京都大田区平和島 プログレビル 階

2023 年度開催

受講料金（税込）

円 一般
円 協会員

本セミナーでは、資料として 協会
が発行する「ハンディ版 食品表示基
準」（以下「ハンディ版」という。）
を使用します。

※「ハンディ版」を既にお持ちの方は、
セミナーにご持参いただくことにより、
書籍購入費を差し引いた下記の金額で受
講いただけます。

円 一般（書籍持参）
円 協会員（〃）

※本セミナーの受講生には、「ハンディ版」
を定価 円のところ、

円 一般
円 協会員

にて販売します。

協力
一般財団法人 日本食品検査

主催
一般社団法人 日本農林規格協会
（ 協会）

修了証書 
発行します 

※ 2024 年 2 月に、
改訂第 6 版を発刊予定です。

 ▲過去のセミナーの様子 

受講生の声  
 
・実践的に表示の作成をすることができ、よかったです。（男性） 
・質問にも丁寧にご回答いただき、食品表示について理解を深め

ることができました。（女性）      アンケートより 

名 称 ウインナーソーセージ
原材料名 豚肉（アメリカ産、国産、デンマー

ク産）、豚脂肪、たん白加水分解物…
内 容 量 150 g
賞味期限 01.9.30
保存方法 10℃以下で保存してください。
製 造 者 ○○株式会社 東京都△△-△△



時間 講義名 主な内容 方法

１
日
目

10:00
｜

17:30

（途中、
昼食を
はさみ
ます）

開会挨拶 開会挨拶、オリエンテーション ―

食品表示法の解説
食品表示のルールは、食品表示法及び食品表示基準に定められており、
この基準は毎年のように改正が行われています。これらの基準等につ
いて、最新情報と概要を解説します。

講義

一括表示項目に関する
法律の根拠

食品表示法で定められている一括表示項目（義務表示事項）について
正確な表示を行うための根拠として、法律文書を参照しながら解説と
演習をまじえ理解を深めていただきます。

講義・演習

添加物、アレルギー物
質、遺伝子組換え食品の
表示のポイント

間違えてしまうと製品回収につながりかねない食品添加物、アレルギ
ー物質、遺伝子組換え食品の表示方法について、解説と演習をまじえ
理解を深めていただきます。

講義・演習

２
日
目

9:30
｜

17:00

（途中、
昼食を
はさみ
ます）

原材料欄作成の
ケーススタディ

原料配合整理表を基に、原材料名欄を点検し、正しく修正する演習を
行います。表示の根幹をなす原材料欄の点検ができるスキルを身につ
けていただきます。

講義・演習

栄養成分表示と
景品表示法について

食品表示法で義務表示となった栄養成分表示の方法について解説しま
す。また、見過ごしがちな景品表示法についても丁寧に解説します。
最後に、本セミナーの総復習として簡単な間違い探しを行います。

講義・演習

理解度テスト、質疑応答 セミナーを通じて学んだことの理解度テストと質疑応答を行います。 テスト・質疑応答

■受講についての注意
⚫ 講義の内容や時間割は変更する場合がございます。また、昼食は各自ご用意ください。
⚫ 経験豊富な専門家である一般財団法人日本食品検査の講師が、一貫してサポートします。
⚫ 会話時のマスクの着用、入場前の検温（37.5℃以上の発熱がある方はご参加いただけません）をお願いする場合があります。

■申込方法 ※先着順に受付し、定員（40 名）で締め切らせていただきます。

① 参加申込書に必要事項を記入し、JAS 協会あてに FAX【03-3249-9388】で送信してください。
② 開催日 1 か月前より、担当者様宛に請求書を随時送付します。
③ 入金確認後、受講票を FAX で送付します。

㊟ 満員又は当会規程の人数に満たない場合は、受講回の変更をお願いすることがあります。予めご了承ください。

演習で学ぶ 食品表示セミナー（２日間）
▼所属

団体・企業名 （担当者名 ）

所 在 地
〒 TEL

FAX
e-mail

会員番号（JAS 協会の会員の方のみご記入ください） ―
今後、記載された内容を基にセミナーのご案内をさせていただくことがございます。
ご不要であれば、右記にチェックを入れてください。 □ DM 案内不要

▼参加者 ↓「ハンディ版」の購入の有無に○を付けてください

①
フリガナ 「ハンディ版」の購入

する ・ しない
第 4 回

（2024 年 2 月 26 日、27 日）申込氏名

②
フリガナ 「ハンディ版」の購入

する ・ しない
第 4 回

（2024 年 2 月 26 日、27 日）申込氏名

※ 詳細は、JAS 協会のホームページ（http://www.jasnet.or.jp）へ 231115
10

FAX
03-3249-9388

参 加 申込書



多彩な講師陣！ 食品工場や流通関係者からもご好評を頂いています

食品関係全品目に共通する品質管理等について一般的な基礎知識の習得を目的としております。

⚫ 食品製造業で、品質管理又は JAS 格付業務を担当している方々を広く対象とします。
⚫ 社員教育にもご活用いただけます。

本講習会と 登録認証機関等が開催する品目ごとの専門講習会を併せて受講修了された方は、
認証の技術的基準によって義務付けられている、品質管理責任者等の講習会受講に関する資格要件を
満たすことができます。（本講習会を指定している登録認証機関は、別表 のとおり。）

日 程 会 場

第３回
（東京）

令和６年（2024 年）

1 月30 日（火）、31 日（水）
鉄鋼会館
東京都中央区日本橋茅場町3-2-10

JAS 協会員 賛助会員 一 般

会場参加 26,000 円／人 30,000 円／人 36,000 円／人

Web 参加 38,000 円／人 42,000 円／人 48,000 円／人

※ 受講料（非課税）は、テキスト代（会場参加及び 参加）と昼食代（会場参加のみ）を含みます。
※ 一旦納入頂いた受講料は、受講されなくても返済できませんので、あらかじめご了承ください。

その場合、代替者の方が受講されるようお願いします。

食品製造業品質管理担当者等
一般講習会 のご案内

日 程 及 び 会 場

選べる！「会場参加」
or「Web 参加（Live 配信）」

職場でも、自宅でも
インターネット環境※があれば
どこからでもご参加いただけます

受 講 料

主催：一般社団法人日本農林規格協会（JAS 協会） 東京都中央区日本橋兜町

修了証書を
発行します

定員に達した為

締め切りました



時 間 課 目 講 師

第
１
日

： ～ ： （ 開講あいさつ ） （一社）日本農林規格協会

： ～ ： １．ＪＡＳ制度について
～新しい JAS の活用～

大臣官房新事業・食品産業部
食品製造課基準認証室 担当官

： ～ ： ２．食品表示について 宮城大学
名誉教授 池戸重信 氏

３．品質管理概論
～品質管理入門からリスクマネジメントまで～

柴田 マネジメント㈱
代表取締役 柴田純男 氏

： ～ ： ４．確認テスト
「JAS 制度と食品の表示について」 （一社）日本農林規格協会

第
２
日

： ～ ： （ 確認テストの自己採点 ） 同上

： ～ ：
５．食品の安全性

～異物混入事故の原因究明と HACCP の
活用～

アース環境サービス株式会社
学術部 次長 島﨑光臣 氏

： ～ ： ６．食品工場における衛生管理
～微生物学的危害要因と HACCP 制度について～

ジャパン・フードセイフティドクター㈱
代表取締役 池亀公和 氏

： ～ ： ７．品質管理活動の実際
～食品工場における品質保証活動の実際～

（一財）日本食品検査 首都圏事業所
衛生検査部門 技術顧問 井上誠 氏

： ～ ： （ 調査票記入 ） ―

注 意 事 項

 配信は Microsoft teams を使用します。
 インターネットに接続頂ける環境が必要です。通信費用は自己負担ください。

※ Web 参加の推奨環境は、ブラウザ（Microsoft Edge、Google Chrome、Firefox、Safari）、
インターネット接続速度（推奨：２Mbps 以上）、OS（macOS、Windows）、パソコンメモリー
（4ＧＢ以上）です。

 テキストは、事前に郵送します。
 Web 参加用の URL は、開催日 3 営業日前までにメールにてご連絡いたします。この日を過ぎても URL

の連絡がない場合は、お手数ですが JAS 協会までご連絡ください。
 Web 参加者の修了条件

出欠の確認のため、以下の方法をとります。
講師が講義中に受講確認キーワードをお伝えします。調査票にキーワードをお控えいただき、講義終
了時に調査票を FAX、または「受講確認キーワード入力フォーム」にキーワードをご入力いただくこ
とで出席の確認とします。ご承知おきください。

カ リ キ ュ ラ ム

※ 講師や、講義の順番が変更になる場合があります。
※ 講習会会場でのパソコンのご使用、録画・録音はお断りいたします。
※ 原則として、 分以上の遅刻・退席者には修了証書を発行できませんのでご注意ください。

WEB 受講についての注 意

： ～ ：



手 順

会場参加
→ FAX 送信先
03-3249-9388

受講申込書に必要事項をご記入のうえ、FAXにてお申込みください。
FAX送信後 2週間以内に受講料をお振込みください。
入金確認後、受講票を FAXにて送付します。受講票がお手元に届かない場合に
はご連絡ください。

Web 参加
→ JAS 協会の

ホームページ
からお申込み

JAS 協会ホームページ（ ）の「一般講習会 受講申込フォー
ム」よりお申込みください。
申込受付メールを送ります。
お申込みから 2週間以内に受講料をお振込ください。
入金確認後、確認メールをお送りします。確認メールが届かない場合にはご連
絡ください。

※ 貴社における銀行振込時に発行される明細書等をもって、お支払いに係る経理上の書類に代えさせて頂きます。
（請求書や領収書が必要な方はお申し出ください。）

※ 一旦納入された参加費は理由の如何を問わず、返金致しません。代替受講者等をご検討ください。

◼ 受付は先着順に行い、定員に達した場合は締め切りますので、お早めにお申込みください。
◼ 参加者が当会規定の人数に満たない場合は、 配信を中止する場合があります。予めご了承ください。
◼ 空き状況は当協会ホームページ（ ）又は電話（ ）にてご確認いただけます。

各品目の専門講習会に関する詳細は各機関に直接お問合せください。

別表 本講習会を指定している登録認証機関一覧
名 称 品 目 TEL

一財 食品環境検査協会 果実飲料・そしゃく配慮食品

公財 日本食品油脂検査協会 マーガリン類・ショートニング・精製ラード・食用精製加
工油脂

一社 日本果汁協会 果実飲料

一社 食肉科学技術研究所
ベーコン類・ハム類・プレスハム・ソーセージ・ハンバー
ガーパティ・チルドハンバーグステーキ・チルドミート
ボール・熟成ハム類・熟成ソーセージ類・熟成ベーコン
類・大豆ミート食品類

一財 日本醤油技術センター しょうゆ
一社 日本削節検査･認証協会 削りぶし・煮干魚類

一財 日本食品分析センター ドレッシング・風味調味料・乾燥スープ・パン粉・そしゃ
く配慮食品

一財 日本穀物検定協会 ぶどう糖・異性化液糖・砂糖混合異性化液糖・植物性たん
白・マカロニ類・低たん白加工処理玄米の包装米飯

一財 全国調味料・野菜飲料検査協会 トマト加工品・ウスターソース類・醸造酢・にんじんジュ
ース及びにんじんミックスジュース

一社 乾めん･手延べ経営技術センター 乾めん類・手延べ干しめん
公財 日本油脂検査協会 食用植物油脂
一社 全国漬物検査協会 農産物漬物
一財 日本清涼飲料検査協会 炭酸飲料・果実飲料・豆乳類
一社 日本農林規格認証アライアンス みそ
一社 日本精米検査認証協会 精米

申 込 方 法

指 定 登 録 認 証 機 関

みずほ銀行 虎ノ門支店（普通）２１５０９８９
口座名義：シャ）ニホンノウリンキカクキョウカイ

お 振 込 先
振込手数料をご負担のうえ、
右の口座あてにお振込ください。

（令和 年 月 日現在、順不同）

令令和和 年年度度

有有機機加加工工食食品品 講講習習会会
小小分分けけ業業者者・・輸輸入入業業者者はは農農産産物物・・畜畜産産物物もも対対象象！！

外外国国格格付付表表示示業業者者もも対対象象！！

一一般般社社団団法法人人 日日本本農農林林規規格格協協会会

◼ JAS 法における有機食品検査認証制度では、有機加工食品の格付（または格付表示）を行う生産行程管理者・

小分け業者・輸入業者の方々に対して、認証の技術的基準により、資格要件の一つとして講習会の受講が義務

付けられております。 

◼ 令和 4 年 10 月 1 日から有機酒類に有機 JAS マークの表示ができるようになりました。令和 7 年 10 月 1 日以

降、酒類に「有機」、「オーガニック」等と表示するには、有機 JAS認証を取得し、有機JASマークを付すことが必

要です。 

◼ 当協会では、別表の登録認証機関から、有機加工食品の JAS 規格に関する認証の技術的基準に基づき、資格

要件を満たす講習会として指定を受けましたので、標記講習会を開催いたします。 

◼ 有機 JAS 認証制度や有機加工食品についての勉強にもなりますので、ふるってご参加ください。 

（注意） ・有有機機農農産産物物のの生生産産行行程程管管理理者者は対対象象外外です。 

  ・小小分分けけ業業者者・・輸輸入入業業者者・・外外国国格格付付表表示示業業者者の対象には有有機機農農産産物物・・有有機機加加工工食食品品・・有有機機畜畜産産物物を含みます。 

  ・輸輸入入業業者者の方は、WWeebb 参参加加ののみみののお申込みとなります。 

▼▼ 開開催催日日及及びび開開催催地地  

開催回 開催日 会場 所在地 定員（先着順） 

第第 33 回回  
令令和和 66 年年  

月月 日日（（金金))  

ジャパンライム 

セミナールーム 

東京都文京区本郷 4-2-8 

フローラビル 3 階 

※地図は受講票に記載します。 

      10 名 

 最大 200 名 

▼▼ 受受講講料料 

参加方法 JAS 協会員 賛助会員 一般 

 1122,,000000 円円 1144,,000000 円円 1188,,000000 円円 

 1177,,000000 円円  1199,,000000 円円  2233,,000000 円円  

・ 受講料は非課税で、テキスト代を含みます。 

・ 昼食は、当方では準備いたしませんので、各自でご負担ください。 

※ 一旦納入頂いた受講料は、受講されなかった場合もご返金できませんので、あらかじめご了承ください。 

その場合、代替者の方が受講されますようお願いいたします。 

  

参参加加

会会場場参参加加

会会場場参参加加

参参加加

 有機酒類も

対 象 ！
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◼ 有機 JAS 認証制度や有機加工食品についての勉強にもなりますので、ふるってご参加ください。 

（注意） ・有有機機農農産産物物のの生生産産行行程程管管理理者者は対対象象外外です。 

  ・小小分分けけ業業者者・・輸輸入入業業者者・・外外国国格格付付表表示示業業者者の対象には有有機機農農産産物物・・有有機機加加工工食食品品・・有有機機畜畜産産物物を含みます。 

  ・輸輸入入業業者者の方は、WWeebb 参参加加ののみみののお申込みとなります。 

▼▼ 開開催催日日及及びび開開催催地地  

開催回 開催日 会場 所在地 定員（先着順） 
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 1122,,000000 円円 1144,,000000 円円 1188,,000000 円円 
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・ 受講料は非課税で、テキスト代を含みます。 

・ 昼食は、当方では準備いたしませんので、各自でご負担ください。 

※ 一旦納入頂いた受講料は、受講されなかった場合もご返金できませんので、あらかじめご了承ください。 

その場合、代替者の方が受講されますようお願いいたします。 

  

参参加加

会会場場参参加加

会会場場参参加加

参参加加

 有機酒類も

対 象 ！



▼▼ 受受講講ココーースス及及びび対対象象者者  

本講習会は、後半に業種ごとのコース分けを行います。ただし、輸入業者の受講希望者が 5名に満たない場合

はコース分けを行わない可能性があります。 

受講コース 受講方法 受 講 対 象 者 

  

  又又はは  

  

生生産産行行程程管管理理者者  （（有有機機加加工工食食品品））  

：：生生産産行行程程管管理理責責任任者者・・格格付付担担当当者者の方、又はその任を希望される方 

小小分分けけ業業者者  （（有有機機農農産産物物・・有有機機加加工工食食品品・・有有機機畜畜産産物物））  

：：小小分分けけ責責任任者者・・格格付付表表示示担担当当者者の方、又はその任を希望される方 

外外国国格格付付表表示示業業者者  （（有有機機農農産産物物・・有有機機加加工工食食品品・・有有機機畜畜産産物物））  

：：受受入入保保管管責責任任者者・・外外国国格格付付表表示示担担当当者者の方、又はその任を希望される方 

    

注注：：後後半半、、ZZoooomm 利利用用あありり  

輸輸入入業業者者  （（有有機機農農産産物物・・有有機機加加工工食食品品・・有有機機畜畜産産物物））  

：：受受入入保保管管責責任任者者・・格格付付表表示示担担当当者者の方、又はその任を希望される方 

※ 本講習会を修了された方は、上記の責任者及び担当者に対して認証の技術的基準で義務付けられて

いる講習会の受講について、別表の認証機関へ申請するための資格要件を満たすことができます。 

▼▼ 修修了了証証書書 修了者には各コースの修了証書を発行・発送いたします。 

※ 講習会会場でのパソコンのご使用、録画・録音はお断りいたします。 

※ 原則として、３０分以上の遅刻・退席者には修了証書を発行できませんのでご注意ください。 

※ 修了証書は、受講申込時の所在地のご住所あてにお送りいたします。 

  

  

  

▼▼ 日日程程表表  

時時  間間  課課                    目目  

9:30～10:00 （ 受 付 ） 

10:00～10:15 （ 受講についての説明 ・ 事務局挨拶 ） 

10:15～11:45 
① JAS 法及び有機食品の検査認証制度 

講師：独立行政法人 農林水産消費安全技術センター 担当者 

11:45～12:45 （ 休 憩 （各自で昼食） ） 

12:45～14:00 
② 有機加工食品の日本農林規格及び認証の技術的基準 

講師：独立行政法人 農林水産消費安全技術センター 担当者 

14:00～14:15 （ 休 憩 ） 

14:15～16:45 

（途中 15 分間 

休憩） 

              （（生生産産行行程程管管理理者者・・小小分分けけ業業者者））  

③ 各論 

・生産行程の管理または把握の方法及び 

格付の方法（外国格付表示を含む） 

・小分けの方法及び格付の表示の方法 

講師：一般社団法人 

日本オーガニック検査員協会 

丸山豊 氏 

                （（輸輸入入業業者者））  

③ 各論 

・輸入品の受入れ・保管の方法 

及び格付の表示の方法 

 

講師：一般社団法人 

日本オーガニック検査員協会 

井筒彩子 氏 

16:45～17:00 （ 調査票記入 ・ 閉講 ） 

参参加加（（ 配配信信））

会会場場参参加加

参参加加（（ 配配信信））

使使用用

輸輸入入業業者者はは、、

参参加加ののみみ。。

利利用用でで

質質問問ししややすすいい！！

 

・ JAS 法の目的と変遷等 JAS 法令の概要について非常に分かりやすかったです。 

・ 有機加工食品の JAS 制度の内容がよく理解できました。 

・ 実務的な説明でわかりやすく説明していただけて良かったです。 

・ 法的用語の理解しにくい部分を理解しやすい言葉で説明して下さり、助かりました。 
 

受講者の声
 

注：講師及びプログラムは変更になる場合があります。 

 

ＢＢココーースス

ＢＢココーースス

ＡＡココーースス

ＡＡココーースス

▼▼                                   受受講講ににつついいててのの注注意意  

・ インターネットに接続頂ける環境＊が必要です。必ず事前に受講環境をご確認の上、通信費用はご負担ください。 

＊Web 参加の推奨環境は、ブラウザ（Microsoft Edge、Google Chrome、Firefox、Safari）、インターネット接続速度

（推奨：2Mｂｐｓ以上、必須：500kbps 以上）、OS（Windows10、パソコンメモリー4GB 以上）です。詳しくはホームペ

ージでご確認ください。 

・ テキストは、事前に郵送いたします。 

・ Web 参加用の URL は、開催日の 3 営業日前までにメールにてご連絡いたします。期日を過ぎても URL の連絡が

ない場合は、お手数ですが JAS 協会までご連絡ください。 

・ 後半の          （輸入業者）では、別途 Zoom を利用した講習を行いますので、Zoom で参加可能な PC（カ

メラ、マイク搭載）による参加必須です。 

・WWeebb 参参加加者者のの修修了了条条件件 出席の確認のため、以下の方法をとります。 

講師が講義中にポイントとなるキーワードを説明しますので、専用用紙にキーワードをお控えいただき、講義終了

時に専用用紙を FAX、または「「受受講講確確認認キキーーワワーードド入入力力フフォォーームム」」にキーワードをご入力いただくことで出席の確

認とします。 
 

▼▼ 申申込込方方法法及及びび支支払払方方法法  

・ 受講申込書に必要事項をご記入のうえ FAX（03－3249－9388）、又は JAS 協会ホームページの専用フォーム

（右下の QR コード）からお申込みください。受受講講申申込込後後２２週週間間以以内内にに、、申申込込用用紙紙にに記記載載のの口口座座ああててにに受受講講料料をを

おお振振込込みみくくだだささいい（（振振込込みみ手手数数料料ははごご負負担担願願いいまますす））。  

・ 貴社における銀行振り込み時に発行される明細書等をもって、お支払いに係る経理上の書類に代えさせてい

ただきます。 (請求書や領収書が必要な方は、別途お申し出ください。) 

・ 入金確認後、  には受講票を、  には受理メールをお送りします。 

別表   当当講講習習会会をを指指定定ししてていいるる登登録録認認証証機機関関一一覧覧 

登登録録認認証証機機関関名名  所所在在地地  電電話話番番号号    登登録録認認証証機機関関名名  
所所在在
地地  

電電話話番番号号  

（（一一社社））  日日本本農農林林規規格格認認証証アアラライイアアンンスス  東東京京  0033--66442299--99886600    ＮＮＰＰＯＯ法法人人  愛愛媛媛県県有有機機農農業業研研究究会会  愛愛媛媛  00889988--4488--66332266  

（（一一財財））  日日本本穀穀物物検検定定協協会会  東東京京  0033--33666688--00991111      ＮＮＰＰＯＯ法法人人  徳徳島島県県有有機機農農産産物物認認証証協協会会  徳徳島島  008888--667788--55662244  

（（一一財財））  日日本本食食品品分分析析セセンンタターー  東東京京  0033--33446699--77113322    （（一一社社））  岡岡山山県県農農業業開開発発研研究究所所  岡岡山山  008866--995577--22000000  

（（一一社社））  日日本本果果汁汁協協会会  東東京京  0033--66227755--11776622    （（一一社社））  オオーーガガニニッックク認認証証セセンンタターー  兵兵庫庫  007788--336666--55112288  

（（一一財財））  食食品品環環境境検検査査協協会会  東東京京  0033--33552222--22333388    ＮＮＰＰＯＯ法法人人  兵兵庫庫県県有有機機農農業業研研究究会会ＨＨＯＯＡＡＳＳ  兵兵庫庫  007788--336677--88556677  

（（公公財財））  日日本本食食品品油油脂脂検検査査協協会会  東東京京  0033--33666699--66772233    ＮＮＰＰＯＯ法法人人  有有機機農農業業認認証証協協会会  大大阪阪  0066--66333300--00882233  

ＮＮＰＰＯＯ法法人人  日日本本オオーーガガニニッッククアアンンドドナナチチュュララルルフフーーズズ協協会会  東東京京  0033--33553388--11885511    ＮＮＰＰＯＯ法法人人  和和歌歌山山有有機機認認証証協協会会  和和歌歌山山  007733--449999--44773366  

エエココササーートト・・ジジャャパパンン㈱㈱  東東京京  0033--66222222--88008811    ＳＳＧＧＳＳジジャャパパンン㈱㈱  神神奈奈川川  005500--33777733--44552255  

海海外外貨貨物物検検査査㈱㈱  東東京京  0033--33666699--55118844    ビビュューーロローーベベリリタタススジジャャパパンン㈱㈱  神神奈奈川川  004455--665511--44777700  

㈲㈲  リリーーフファァーースス  東東京京  0033--66223311--00883399    （（一一社社））  民民間間稲稲作作研研究究所所認認証証セセンンタターー  栃栃木木  00228855--5533--11119988  

ＮＮＰＰＯＯ法法人人  有有機機農農業業推推進進協協会会  東東京京  0033--55994400--22331133    ＮＮＰＰＯＯ法法人人  赤赤ととんんぼぼ  新新潟潟  00225544--3322--11332200  

NNPPOO 法法人人  鹿鹿児児島島県県有有機機農農業業協協会会  鹿鹿児児島島  009999--225588--33337744    （（一一財財））  長長野野県県農農林林研研究究財財団団  長長野野  002266--223366--22001177  

㈱㈱オオーーガガニニッックク認認定定機機構構  福福岡岡  009922--443344--22224455      （（公公財財））  ややままががたた農農業業支支援援セセンンタターー  山山形形  002233--664411--11110055  

NNPPOO法法人人  みみややざざきき有有機機農農業業協協会会  宮宮崎崎  005500--88888844--44001100    （（公公財財））  北北農農会会  北北海海道道  001111--224422--22228855  

宮宮崎崎県県綾綾町町  宮宮崎崎  00998855--7777--00110000    ㈱㈱  AACCCCIISS  北北海海道道  001111--337755--00112233  

NNPPOO 法法人人  高高知知県県有有機機農農業業認認証証協協会会  高高知知  00888800--2299--22997700  

※有機酒類認証を行っているかに関するご質問は、上記登録認証機関に直接お問合せ願います。 

令和 5 年 10 月現在 31 機関による指定 

▼▼ 問問合合せせ先先 （（一一社社））  日日本本農農林林規規格格協協会会  （（JJAASS 協協会会））  

 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町 15-12 八重洲カトウビル 4F 

 TEL 03-3249-7120     FAX 03-3249-9388 

 E-mail jas5@jasnet.or.jp 

 ホームページ http://www.jasnet.or.jp 

会会場場参参加加 参参加加（（ 配配信信））

申込フォームQRコード

参参加加（（ 配配信信））

ＢＢココーースス



▼▼ 受受講講ココーースス及及びび対対象象者者  

本講習会は、後半に業種ごとのコース分けを行います。ただし、輸入業者の受講希望者が 5名に満たない場合

はコース分けを行わない可能性があります。 

受講コース 受講方法 受 講 対 象 者 

  

  又又はは  

  

生生産産行行程程管管理理者者  （（有有機機加加工工食食品品））  

：：生生産産行行程程管管理理責責任任者者・・格格付付担担当当者者の方、又はその任を希望される方 

小小分分けけ業業者者  （（有有機機農農産産物物・・有有機機加加工工食食品品・・有有機機畜畜産産物物））  

：：小小分分けけ責責任任者者・・格格付付表表示示担担当当者者の方、又はその任を希望される方 

外外国国格格付付表表示示業業者者  （（有有機機農農産産物物・・有有機機加加工工食食品品・・有有機機畜畜産産物物））  

：：受受入入保保管管責責任任者者・・外外国国格格付付表表示示担担当当者者の方、又はその任を希望される方 

    

注注：：後後半半、、ZZoooomm 利利用用あありり  

輸輸入入業業者者  （（有有機機農農産産物物・・有有機機加加工工食食品品・・有有機機畜畜産産物物））  

：：受受入入保保管管責責任任者者・・格格付付表表示示担担当当者者の方、又はその任を希望される方 

※ 本講習会を修了された方は、上記の責任者及び担当者に対して認証の技術的基準で義務付けられて

いる講習会の受講について、別表の認証機関へ申請するための資格要件を満たすことができます。 

▼▼ 修修了了証証書書 修了者には各コースの修了証書を発行・発送いたします。 

※ 講習会会場でのパソコンのご使用、録画・録音はお断りいたします。 

※ 原則として、３０分以上の遅刻・退席者には修了証書を発行できませんのでご注意ください。 

※ 修了証書は、受講申込時の所在地のご住所あてにお送りいたします。 

  

  

  

▼▼ 日日程程表表  

時時  間間  課課                    目目  

9:30～10:00 （ 受 付 ） 

10:00～10:15 （ 受講についての説明 ・ 事務局挨拶 ） 

10:15～11:45 
① JAS 法及び有機食品の検査認証制度 

講師：独立行政法人 農林水産消費安全技術センター 担当者 

11:45～12:45 （ 休 憩 （各自で昼食） ） 

12:45～14:00 
② 有機加工食品の日本農林規格及び認証の技術的基準 

講師：独立行政法人 農林水産消費安全技術センター 担当者 

14:00～14:15 （ 休 憩 ） 

14:15～16:45 

（途中 15 分間 

休憩） 

              （（生生産産行行程程管管理理者者・・小小分分けけ業業者者））  

③ 各論 

・生産行程の管理または把握の方法及び 

格付の方法（外国格付表示を含む） 

・小分けの方法及び格付の表示の方法 

講師：一般社団法人 

日本オーガニック検査員協会 

丸山豊 氏 

                （（輸輸入入業業者者））  

③ 各論 

・輸入品の受入れ・保管の方法 

及び格付の表示の方法 

 

講師：一般社団法人 

日本オーガニック検査員協会 

井筒彩子 氏 

16:45～17:00 （ 調査票記入 ・ 閉講 ） 

参参加加（（ 配配信信））

会会場場参参加加

参参加加（（ 配配信信））

使使用用

輸輸入入業業者者はは、、

参参加加ののみみ。。

利利用用でで

質質問問ししややすすいい！！

 

・ JAS 法の目的と変遷等 JAS 法令の概要について非常に分かりやすかったです。 

・ 有機加工食品の JAS 制度の内容がよく理解できました。 

・ 実務的な説明でわかりやすく説明していただけて良かったです。 

・ 法的用語の理解しにくい部分を理解しやすい言葉で説明して下さり、助かりました。 
 

受講者の声
 

注：講師及びプログラムは変更になる場合があります。 

 

ＢＢココーースス

ＢＢココーースス

ＡＡココーースス

ＡＡココーースス

▼▼                                   受受講講ににつついいててのの注注意意  

・ インターネットに接続頂ける環境＊が必要です。必ず事前に受講環境をご確認の上、通信費用はご負担ください。 

＊Web 参加の推奨環境は、ブラウザ（Microsoft Edge、Google Chrome、Firefox、Safari）、インターネット接続速度

（推奨：2Mｂｐｓ以上、必須：500kbps 以上）、OS（Windows10、パソコンメモリー4GB 以上）です。詳しくはホームペ

ージでご確認ください。 

・ テキストは、事前に郵送いたします。 

・ Web 参加用の URL は、開催日の 3 営業日前までにメールにてご連絡いたします。期日を過ぎても URL の連絡が

ない場合は、お手数ですが JAS 協会までご連絡ください。 

・ 後半の          （輸入業者）では、別途 Zoom を利用した講習を行いますので、Zoom で参加可能な PC（カ

メラ、マイク搭載）による参加必須です。 

・WWeebb 参参加加者者のの修修了了条条件件 出席の確認のため、以下の方法をとります。 

講師が講義中にポイントとなるキーワードを説明しますので、専用用紙にキーワードをお控えいただき、講義終了

時に専用用紙を FAX、または「「受受講講確確認認キキーーワワーードド入入力力フフォォーームム」」にキーワードをご入力いただくことで出席の確

認とします。 
 

▼▼ 申申込込方方法法及及びび支支払払方方法法  

・ 受講申込書に必要事項をご記入のうえ FAX（03－3249－9388）、又は JAS 協会ホームページの専用フォーム

（右下の QR コード）からお申込みください。受受講講申申込込後後２２週週間間以以内内にに、、申申込込用用紙紙にに記記載載のの口口座座ああててにに受受講講料料をを

おお振振込込みみくくだだささいい（（振振込込みみ手手数数料料ははごご負負担担願願いいまますす））。  

・ 貴社における銀行振り込み時に発行される明細書等をもって、お支払いに係る経理上の書類に代えさせてい

ただきます。 (請求書や領収書が必要な方は、別途お申し出ください。) 

・ 入金確認後、  には受講票を、  には受理メールをお送りします。 

別表   当当講講習習会会をを指指定定ししてていいるる登登録録認認証証機機関関一一覧覧 

登登録録認認証証機機関関名名  所所在在地地  電電話話番番号号    登登録録認認証証機機関関名名  
所所在在
地地  

電電話話番番号号  

（（一一社社））  日日本本農農林林規規格格認認証証アアラライイアアンンスス  東東京京  0033--66442299--99886600    ＮＮＰＰＯＯ法法人人  愛愛媛媛県県有有機機農農業業研研究究会会  愛愛媛媛  00889988--4488--66332266  

（（一一財財））  日日本本穀穀物物検検定定協協会会  東東京京  0033--33666688--00991111      ＮＮＰＰＯＯ法法人人  徳徳島島県県有有機機農農産産物物認認証証協協会会  徳徳島島  008888--667788--55662244  

（（一一財財））  日日本本食食品品分分析析セセンンタターー  東東京京  0033--33446699--77113322    （（一一社社））  岡岡山山県県農農業業開開発発研研究究所所  岡岡山山  008866--995577--22000000  

（（一一社社））  日日本本果果汁汁協協会会  東東京京  0033--66227755--11776622    （（一一社社））  オオーーガガニニッックク認認証証セセンンタターー  兵兵庫庫  007788--336666--55112288  

（（一一財財））  食食品品環環境境検検査査協協会会  東東京京  0033--33552222--22333388    ＮＮＰＰＯＯ法法人人  兵兵庫庫県県有有機機農農業業研研究究会会ＨＨＯＯＡＡＳＳ  兵兵庫庫  007788--336677--88556677  

（（公公財財））  日日本本食食品品油油脂脂検検査査協協会会  東東京京  0033--33666699--66772233    ＮＮＰＰＯＯ法法人人  有有機機農農業業認認証証協協会会  大大阪阪  0066--66333300--00882233  

ＮＮＰＰＯＯ法法人人  日日本本オオーーガガニニッッククアアンンドドナナチチュュララルルフフーーズズ協協会会  東東京京  0033--33553388--11885511    ＮＮＰＰＯＯ法法人人  和和歌歌山山有有機機認認証証協協会会  和和歌歌山山  007733--449999--44773366  

エエココササーートト・・ジジャャパパンン㈱㈱  東東京京  0033--66222222--88008811    ＳＳＧＧＳＳジジャャパパンン㈱㈱  神神奈奈川川  005500--33777733--44552255  

海海外外貨貨物物検検査査㈱㈱  東東京京  0033--33666699--55118844    ビビュューーロローーベベリリタタススジジャャパパンン㈱㈱  神神奈奈川川  004455--665511--44777700  

㈲㈲  リリーーフファァーースス  東東京京  0033--66223311--00883399    （（一一社社））  民民間間稲稲作作研研究究所所認認証証セセンンタターー  栃栃木木  00228855--5533--11119988  

ＮＮＰＰＯＯ法法人人  有有機機農農業業推推進進協協会会  東東京京  0033--55994400--22331133    ＮＮＰＰＯＯ法法人人  赤赤ととんんぼぼ  新新潟潟  00225544--3322--11332200  

NNPPOO 法法人人  鹿鹿児児島島県県有有機機農農業業協協会会  鹿鹿児児島島  009999--225588--33337744    （（一一財財））  長長野野県県農農林林研研究究財財団団  長長野野  002266--223366--22001177  

㈱㈱オオーーガガニニッックク認認定定機機構構  福福岡岡  009922--443344--22224455      （（公公財財））  ややままががたた農農業業支支援援セセンンタターー  山山形形  002233--664411--11110055  

NNPPOO法法人人  みみややざざきき有有機機農農業業協協会会  宮宮崎崎  005500--88888844--44001100    （（公公財財））  北北農農会会  北北海海道道  001111--224422--22228855  

宮宮崎崎県県綾綾町町  宮宮崎崎  00998855--7777--00110000    ㈱㈱  AACCCCIISS  北北海海道道  001111--337755--00112233  

NNPPOO 法法人人  高高知知県県有有機機農農業業認認証証協協会会  高高知知  00888800--2299--22997700  

※有機酒類認証を行っているかに関するご質問は、上記登録認証機関に直接お問合せ願います。 

令和 5 年 10 月現在 31 機関による指定 

▼▼ 問問合合せせ先先 （（一一社社））  日日本本農農林林規規格格協協会会  （（JJAASS 協協会会））  

 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町 15-12 八重洲カトウビル 4F 

 TEL 03-3249-7120     FAX 03-3249-9388 

 E-mail jas5@jasnet.or.jp 

 ホームページ http://www.jasnet.or.jp 

会会場場参参加加 参参加加（（ 配配信信））

申込フォームQRコード

参参加加（（ 配配信信））

ＢＢココーースス



 

有機加工食品 講習会
▼▼ ご連絡先 （受受講講票票、、修修了了証証書書のの送送付付先先ににななりりまますす） 

所在地 
〒〒            －－  

事業所名（あて先） (ご担当者名             )  

JAS 協会 

会員番号 

  
－ 

   T E L －     － 

F A X －     － 

・会員番号の欄には、ＪＪＡＡＳＳ協協会会会会員員のの場場合合ののみみご記入ください。 

記入の際はＪＡＳ協会会員名簿を参照のうえ、５５桁桁のの番番号号（例 １２－３４５）でお願いします。 

 

▼▼ お申込み開催回 

第 3 回 

令和 6年 22 月 1166 日 （金） 

 

▼▼ 受講者名など 

フ リ ガ ナ 希望する受講コース/受講方法について、 

1～3から一つを選んで○で囲んで下さい。 氏    名 

①  

フリガナ  生生産産行行程程・・小小分分けけ

生生産産行行程程・・小小分分けけ

輸輸 入入 業業 者者  
 

メールアドレス：                         ＠ 

②  

フリガナ 生生産産行行程程・・小小分分けけ

生生産産行行程程・・小小分分けけ

 輸輸 入入 業業 者者  
 

メールアドレス：                         ＠ 

注：読みやすく、正確なご記入にご協力ください。 

▼▼ 受講料（非課税） （会員料金でお申込みの場合は、上記 ごご連連絡絡先先のの会会員員番番号号を必ずご記入ください。） 

受講方法 JAS 協会員 賛助会員 一般 合計金額 

 12,000 円×   人 14,000 円×   人 18,000 円×   人 

        円 

 17,000 円×   人 19,000 円×   人 23,000 円×   人 

▼▼ 受講料支払い方法 （振込手数料はご負担願います。） 

＊＊受受講講申申込込書書のの送送信信後後  

２２週週間間以以内内ににおお振振込込くくだだささいい。。 

三菱 UFJ 銀行 虎ノ門支店 （普通）４２１５６９１ 

シャ）ニホンノウリンキカクキョウカイ 

振込予定日 令和    年    月    日 振込予定 

▼▼ 申込み・問い合わせ等 

 一一般般社社団団法法人人  日日本本農農林林規規格格協協会会(〒103-0026 東京都中央区日本兜町 15-12 八重洲カトウビル 4F) 

 TEL ０３－３２４９－７１２０    FAX ０３－３２４９－９３８８    E-mail jas5@jasnet.or.jp 

会会場場参参加加

参参加加（（ 配配信信））

受受講講申申込込書書
令和 年度

会会場場参参加加

参参加加（（ 配配信信））

参参加加（（ 配配信信））

会会場場参参加加

参参加加（（ 配配信信））

参参加加（（ 配配信信））

申込フォームQRコード
WEB からもお申込みいただけます！

ＢＢココーースス

ＢＢココーースス

ＡＡココーースス

ＡＡココーースス

ＡＡココーースス

ＡＡココーースス





一般社団法人 日本農林規格協会（JAS協会）
〒103-0026　東京都中央区日本橋兜町15番12号　八重洲カトウビル4階

Tel.（03）3249-7120　Fax.（03）3249-9388
Eメールアドレス　jas@jasnet.or.jp

ホームページアドレス　http://www.jasnet.or.jp

JASマークは
安全・安心の認証マーク

2024年1月1日発行  第59巻1号（毎月1回1日発行）通巻657号　　年間購読料　¥11,000 （税込）　送料無料
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農林水産省 副大臣
　鈴木 憲和 氏


